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本 ンド クは、 「民 委員 ・ 児 委員、 児 委員 （ 、 「民 委員」 という。）

が に できる ンド クを しよう」 という のもと、 年 ら け 年

を けて を てきました。

できる 、 民 委員の で、 活動 の向き い方をは め、 活動 の

み、 の に する活動上の ント を まとめました。

また、 の 本ス ルでは く、 さ が活動をする中で、 たこと き

したこと、 会で し た内 を き ことができるワーク ート 、

ク ート も しています。

ら めご いただきたいことは、 この ンド クには活動するう でおさ てお

きたい 本 事 ントを していますが、 ずしも さ の に てはまること

が れているとは ら いという です。

そこに らす 民、 に る 、 に る ・ ト （ ）

によ て、 方もその 方 も きく ます。 さ が、 会 でこの ン

ド クの内 について し いを がら、 さ の らではの民 委員活動 活

動の に向けて を てください。 この ンド クは、 その ートをするた

めのものです。

そういう では、 本 は活動の に向けて、 さ の 「活動を 本」 とい

る もしれませ 。

また、 この ンド クの と せて、 市町村民児協 HPの 、 委員向け

に ンド ク 動 等を しています。 （P ） 「本 の い方」 をご のう 、

ご活用ください。

するには し の る ンド クでは ますが、 さ の活動と に み

がら、 たくさ きをしていただき、 だけの 「マ ・ ンド ク」 としてご

活用いただけれ と います。

年

　 民 委員児 委員協 会
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ら を て み めると、 よ が まる と ています。 は、 会

の場で、 つ とつの ーマを 上 て、 さ で できる内 に ています。 また、 本

と せて、 動 市町村民児協 、 本会 、 民児協だよ もご活用ください。

子 い

市町村

　本会 では、 民 委員

に する 知、

の 、 のこと

の 、 内の民 委員

活動 を 。 は

・ ・ 。

　本会 の中に、 さ の市町

村民児協のページを 。 本

ページには、 市町村民児協が管

内委員向けに 知したい情報を

しています。 アクセス方

等の は 。

　活動 の向き い方 本 をは め、 活動

の 等を 。 民 委員として活動を める

に た て、 まず を確認する内 。

１ 生

　 活動 情報の い 、 そこ

に らす 民を とした 本 活動 外に向け

た活動 を る内 。

い

　 に る ーマ に を て、 その

活動の ント の 、 会等で活用

できるワーク ートを 。
生

　 委員向けに、 ンド

クの 動 を 。

・ の を

すく している 、

会で活用できる事

をたくさ していま

す。 は 。

　本会 報 。

ーマを設けその 事

を 。 年

。 は 。
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一

民 委員 ・児 委員、 児 委員 　「民 委員」

民 委員児 委員協 会 　「民児協」

会 協 会 　「 協」

民 委員児 委員 会 　「 民児 」

「 （ ・ ） 民 委員児 委員協 会」 　「 民児協」

「児 委員、 児 委員」 に する活動についても、 「民 委員」 と 記。

（「 く」 と 「 く」 の い け） 民 委員に することは 「 く」 と 記。

（「 」 と 「 がい」 の い け） 等に することは 「 」。 それ 外 「 がい」 と 記。

委員 の い委員向けに、 本 ンド クの 動 を しました。 ・ の内 に

ついて、 を て を できる と ている 、 には い動 だけの内 もご用

しています。 また、 会で活用できるように、 これまで本会 報 「 民児協だよ 」 に

してきた事 をたくさ しています。 動 の 場 は、 本会 内の 記ページです。 ーマ

ごとに けられていますので、 お時間の る時にご活用ください。

本 ンド クの に た ては、 の をは め、 の 市町村の ・

協 ・民児協が する 等を にさせていただきました。

また、 に 用等させていただいていた内 については、 の のもと、 各ページにそ

の を 記しています。

URL 　　
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1章章章
民生委員・児童委員
活動のイロハ

本 では、 民 委員としての活動を めるに た て確認しておきたいこと 、 活動 の向き い

方、 活動の を る内 に ています。

さ が、 、 た の時間を にし がら、 のように活動していくの 。

き がらでも、 児 をし がらでもできる 「 民児協の活動」 について、 委員も

ン委員も に て、 でも い、 こうでも いと、 会 の場で しく し てもら

うための です。

また、 ういう活動をしていきたいの し いを る中で、 の がい しみを

してみてください。

． 6 9

がけること ・ ま ておくこと （P ）　 　 活動 の向き い方 （P ）　 　 ワーク ート 　

委員に ま （P ）　 　 ワーク ート 　活動時に しておきたい （P ）

． 生 10 12

民 委員の （P ）　 　 本 活動 （P ）　 　 本 （P ）

． 13 19

の 方 委員 の い委員 （P ）　 　 ワーク ート 　「 間の活動時間 　

ート」 （P ）　 　 の 方 中 上の委員 （P ）　 　 ワーク ート 　（ ）

の活動を確認する（P ）　 　ワーク ート 　（ ） つの を る（P ）　 　ワーク ート 　（

） がい ・ を る （ ） （P ）　 　 ワーク ート 　（ ） を る

（P ）　 　 ワーク ート 　（ ） は 民児協で確認 （P ）

． 20 21

会の活用 （P ）　 　 ・ ン ・ （報 ・ ・ ） （P ）

12 15 21

生 22
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本 では、 民 委員としての活動を める に、 ら め がけておきたいこと して

おきたいもの を確認しまし う。 民児協としても、 つ とつ確認していきまし う。

1

まず、 の を がけるようにしまし う。

❶
「民 委員を き けた らには」 と、 を つことは ですが、 それ 上に

の 、 活 が よ も です。

❷
これまでの 活の中に、 民 委員活動が入 てくると、 活 にも が

ます。 民の方 らの も るでし う。ご の と協力は です。

❸ケ

が 、 ケ 等をした場 は、 「 民 委員 事 」 「民 委員 ・ 児 委

員活動 」 の （ ） と ますので、 民児協会 までご報 ください。

は、 記本会 をご ください。

．

「 事 ・ 活動 」

事 の の れ、 等を 。

2 い

民 委員として活動に 、 の を に、 そこに らす 民と向き う

ようにしまし う。

❶
民 委員に ことは、 民に う を つことです。 そのためには、 こ

れまでの （ ） は し、 する ・ されるという では く、



7

民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

で らす 民として するように がけます。

❷ 取

ら、 も もス ー にできるものでは ませ 。 まずは、 委員 ら、

民のこと、 活動 の向き い方 を いて ま こと ら めまし う。

（ ） 「 委員に ま 」 を活用し、 委員が事 活との

ンス、 活動 を、 のように でいるの いてみまし う。

❸
民 委員として活動を めると、 民だけでは く、 で活動する町会 ・ 会

協、 、 とお会いする 会を ます。 こうした との

つ が が てこそ、 民 委員としての活動ができると ても では いでし う。

での活動 、 民と する 会を つ は、 の を に、 できるだけ 向

き （ ） を がけるようにしまし う。 また、 この の は、 （ ） 「（

） 活動」 をご ください。

❹
活動時に する は、 民 委員 らではのもの 、 活動の に つもの

が ます。 市町村 民児協として くようにしているものも るでし う。

委員が を る の も き がら、 （ ） 「活動時に しておきた

い 」 に、 の をととの ていきまし う。

は の を し を ら てくれます。 よ さ

の も 向きにしてくれます。

み

と の民 委員の さ は、 フォーマル で活動に でいる

（ の） 時 も ましたが、 はよ ジュアル で活動しています。

会 会、 会 、 その活動に した を がけてください。

い

民 委員活動中の いも です。 す る いだと、

て しく を させてしまうことも ます。 活動 、 民

とお会いする は、 その 民に て、 く ら に で すことが

できる、 が に ら い を がけるようにしまし う。
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15

１．

　 活動時に するもの （ 「活動時に しておきたい 」 ）

　

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

．

　 活動する時間 （ ） ・

　 の け方

　 活動と 活の ンス

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

． す

　 事 （ ・ ・ すもの）

　 する 時間

　 ・ 会 の入

　 ず ること ・会 時に を けること

　 された時の 方

　 時の

　 を る の

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

． い

　 の 方 ・ ておく ント

　 協との 方

　 町会 ・ 会との 方

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

記 について、 委員が のように でいるの いてみまし う。

に て、 ま を してください。
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い 15

記 外にも、 委員が しているもの も き がら、 の

をととの ていきまし う。

１． い

　 民 委員 ・児 委員

　 民 委員

　 （ ジ）

　

　 （ 本は ）

　 用 ・ 記用

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

．

　 （ の）

　

　 に た （ ・ （ ） ・ 上 ・ ル等）

　 の 覧 （ 場 ・ セン ー ・ 協等）

　 民に情報提供する ー スに する 等

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

．

　

　 ンジ ン ジ （児 動の ン ル）

　 の ント等の

　 市町村 ・ 民児協の活動 報 （ ア ・ 委員 等）

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………

　………………………………………………………………………………………
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本 では、 民 委員が の中で、 のよう 「 」 でいる き の 。 のよう

本 活動を されているの を ていきまし う。

1 生

民 委員は、 に らす 民の 員として、 民が した 活を ことができる

よう活動に でいます。 そして、 の も として、 民の 場に

、 と に い がら活動をすることが求められています。

その活動は、 活動 活動をは め、 場 く ・ 協等の と

・ 協力した活動 、 に に ます。 こうした活動の中で、 民 委員は 民が

する み と向き うことが ます。

に らす 民は、 み、 を ています。 の み、

ての 、 による 活上の 、 に る場 が

るでし う。

民 委員には、 そうした 内 に て、 が けられるように、 の

・ 専 「つ 」 を されています。 民 らの 内 を ・ 専

「つ 」 には、 民のこと、 活 ・ に する ー スの を、

ら め しておく が ます。

、 民の に れる 内 に する民 委員には、 民 委員 によ 務

中 が められてお 、 ら委 されるという らも、 その

ン アとは る を ています。

こうした を つ民 委員は、 （ として） 「 ・ の 方 務員」 に

けられています。

また、 が る 方、 「 （ ン ア）」 としての も していること

ら、民 委員のことを 「 委 ン ア」 「 ン ア」、「 ン

ア」 と すことが ます。

． 生
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2

民 委員の たる活動は、 「 の ・ 」 です。 民 委員活動の を

る 、 この 「 の ・ 活動 の 」 と 、 その の活動はよ を

させるための と ると すいでし う。

と に 「 の ・ 活動」 とい ても、 れもこれも民 委員が うことは

できませ 。 民 委員の活動は、 が るものの、 その本 は くまでも の

ン アです。

民が る みごと を に くまで、 民 委員が ての を う は

ませ 。 また、 その を う が いことは うまでも ませ 。

までには、 い 間、 専 知 、 を とします。 そのため、 民

委員は の 「 」 に る きでは ませ 。 民 委員の は、 に

する 民の み を し、 専 、 ー スにつ いでいくと

こ に ます。

3

本 活動で る 「 の ・ 活動」 に でいく 、 がけたい つ

の 本 が ます。

等の に る 民、 の

情報 ・ ー を 「 する」

した情報をもとに、 （ に て） 民を 「

る」

（ に て） 民が る を、 の

専 に 「つ 」。

また、 活 ・ に すること の情報を 民

に 「つ 」

す る

つる



12

民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

すでに、 くの民 委員は、 協等が する事 の ・ 協力 を して、

この つの を ま た活動を ています。 に、 この つの に てはまるのは、

民 委員の も 本 活動で る 「 活動」 です。

民 委員による るいは間 での は、 民の 活 を 「 」 し、 「

る」 ことにもつ が ています。 時に を けれ 、 に て、

セン ー、 協 に 「つ 」 を たしています。 また、 会 の中で、

の 活 ・ の情報を 民に る （ つ ） こともしています。

活動に は、 ただ 「 された ら」、 「 年 ている ら」 という で

していくと、 らされ 事として を てしまうことが ます。 委員 と が、

「 のために、 この活動に しているの 」、 その 活動の けを確認し がら

めていくことが です。

そうした を め がら活動に でいくことは、 委員の がいにもつ が ます。

民 委員が がいをも て、 の い で活動していくためには、 民児協の中で、

ている活動が の に するの ・ 確認していく が ます。 （

） 「 の 方 中 上の委員 」 のワーク ート （ ） を し

がら確認してみまし う。

生

民 委員の 、 、 委 の れ等を 。

生

民児協の 、 、 内の ・委員 等を 。

方 委員等、 年に る民 委員の を 。

生 １
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民児協内の委員は、 民 委員の 年 はも 、 児、 事をし がら委員

活動をしている方 、 活 活動 は と きく ます。

本 では、 の る委員 が 方向 を 、 して 活動の 「時間の

方」 「 」 について ていきます。 その時、 民児協として 「 き がらでも

児 をし がらでも活動できる」 内 活動 についても していきまし う。

．

1 い

委員 の い委員は、 のように、 の 活動してよいの が ら いでし

う。 民 委員に た らとい て、 活 を きく る は ませ 。 き

と、 と の 事 の時間を確 したう で、 の い活動 を てい

きまし う。

本 には、そうした時間を確 したう で、 の時間 ら活動することができるの 、

に の い活動 「よい 」 を てみまし う。 記記入 を に、

「 間の活動時間 ート」 を してみまし う。

の 活動の が めてくると、 は と てきます。 また、

に 知 が てくると活動が してきて、 よ がいを られるように

ます。 そう るまでは、 に活動の をつけて、 できる での活動に

めておく が ます。

❶

1．

× × パート （ ）

×

× × パート

× × パート （ ）

会

その （ 時） ・ （ 時） は の

．

す

との時間の確

の時間の確

事の時間の確

（ 力） での

時間が れている ・ し
ま ま れている ・ ま し
ま れてい い ・ し
時間が い ・
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１

1．

その

「時間 」 活動できる の時間 （ ・ ）に「 」 「 」。 活動でき い場 は「 」を記入。

「 用事 ・ 」 たまに る用事 のこと を記入。

．

上記 は、 くまで 「活動できる時間 」 です。 よい で活動するためにも、 記 に

する時間の確 について てみまし う。 また、 「 」 は、 間と し た内

を いていきまし う。

す

との時間の確

の時間の確

事の時間の確

（ 力） での
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❷
委員 の い委員は、 内で、 のこと ら めてみまし う。

生

ア
が 民 （ 、 「 」 という。） ・ に る 民を する

イ
町会 ・ 会 （会 ・ ・ パト ール ・ 等）

の 場 （ て ン、 等）

・ （会 、 事 ・ ント等）

ウ
の 民 （ の 活 等、 外 ら る ）

設 （ ・ ・ の ・ 設等）

内の （ ・ ・ ） と 場

民が う場 （スーパー ・ ・ 等）

　　（ ） 「 」

エ
（ るいは 民児協 アの） ー ス等の利用 、 利用 の

い 設等を

民 委員 児 をは め、 民 委員に する ・

知 ・ 等を 。

生

民 委員の 用 をは め、 の各 ・ ー ス

専 等に する用 を 。

生
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

2

中 上の委員の活動を る も、 民児協として 「これだけは て しい （ の）

活動」 を つ いし つに こと、 るいは をつけていくことが です。

の い活動 の向き い方は、 各委員が 力・ ・時間 に が れ う、

「 」 の活動としてとら まし う。

を る は、 記 に て ていきまし う。

この時、 民 委員が う の る活動 の 、 「 つの 」 に てはまる活動 の と

い た でも していきまし う。

このワーク ートは、 の内 を確認し、 民 委員活動の が てきて

らでも いませ 。 また、 ワークとして活用しても、 会 で し い がら

してもよいですが、 は 民児協としてみ で確認するようにしまし う。

1 す

覧の中 ら、 でいる活動に クしていこう。

2

で クした活動が、 民 委員の つの 「 する ・

る ・ つ 」 の中で、 の に するの けてみよう。

3 い

・ で した つ とつの活動について、「 がい」 と 「

」 を てみよう。

4

で けた 「 がい」 と 「 」 の い活動の中で、

をつけていこう。

5
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

1 す

記 覧の中 ら、 でいる活動を クしてみまし う。 する

が い場 は、 に き出してみまし う。

　 活動　 　　 　 各

　 ・ 確認 　　 　 時の児 の

　 ・ て ン 場 く 　　 　 の 等

　 こ も （ ） 　　 　

　 児 ・ 　　 　 活動

　 活動 　　 　 の協力

　 て （民 委員が 務する 員） の活動 　　 　 ー ス

　 の会 ・ 会 ・ 会 の 　　 　 事 ・ ントの協力

　 その （　　　　　　　　　　　　） 　　 　 その （　　　　　　　　　　　　）

　 その （　　　　　　　　　　　　） 　　 　 その （　　　　　　　　　　　　）

2   

で クした活動について、 それ れの内 を がら、 活動

が民 委員の つの のう 、 の に するの けてみまし う。

する

等の に る

民、 の情報 ・ ー を 「 する」 た

めの活動。

る
した情報をもとに、 （ に て）

民を 「 る」 ための活動。

つ

（ に て） 民が る を、

専 に 「つ 」。 また、 活・

に すること の情報を 民に

「つ 」 ための活動。
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

3 い

・ で した つ とつの活動について、 その活動が （ ） 「 がい」

が きいの 、 （ ） 「 」 が いの を がら、 の ア （ア ） に

するの （ ） を記入してみまし う。

（ ） の は、 本会 報 「 民児協だよ 」 を 。

ア このまま していこう

がいを めるには

は くしよう。

活動中 を に。

い い 大

い い 大

い

い

大 い

い

い

い



19

民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

4

「 がい を る （ ）」 で、ア・ に記入したものを中 に、「

する活動」 と、 「 の活動」 をそれ れ記入していきまし う。

No.

活動 ・ セン ー

ン 協

児 （ も ） 年 ・

の

　 「 活動」 は、 の 、 らの を 。

No.

　

5   

の内 について、 み で し てみまし う。 また、 その中で、 確認し

たことを き出してみまし う。
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

「民児協の 」 に する は、 民児 の 「 民児協 の き」 （ 年

） をご ください。 に、 民児協の は、 を すようにしまし う。 ここ

では、 本 方 等を中 に しています。

1

会は、 内の委員が に会す の場です。 務を す民 委員 でし

せ いことを し る 場です。

また、 委員 だけでは く、 （ ・ セン ー ・ 協等） と、

ュ ケー ンを る ・ を める場でも ます。 で活動するう では、

と 知 に ることはとても です。 活動の中で、 とした に

たこと を ることができる く をしていきまし う。

たら できる を に ておくとよいでし う。 「 ーマ

と民 委員 ・ 児 委員活動」 のまとめワーク ートを活用し がら、 に 知

を しておきまし う。

民児協の は、 会の 、 に 事 （ 時の 情報の管

・ い ） を し るようにしまし う。

会では、 委員 で し う時間を く るようにしまし う。 ュ ケー ンが

れている （ るいはその時間を ている） 、活動 の がいを ている委員が

い 向に ます。 事 を う は、本 ンド クの 動 、 本会 報 「 民児

協だよ 」 に する 「 でできる 活動 」 もご活用ください。

．

上記 ー は、 民児 HP 「民 委員 ・ 児 委員 民児協 　専用ページ （ ）」 に

されています。 入 パスワードは、 「 」 （ ） です。

2

民児協として、 ら め、 のよう 時に 「 ・ ン ・ （報 ・ ・ ）」

をするの 、 またその内 方 等について確認しておきまし う。
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

内での活動は、 民 委員として ま ておく

き方 等が ます。 民児協として、（ ）「報 ・

・ 記入用 」 のよう を ておくと、 の

民児協 で 認 を つ に ます。

「 ・ ン ・ 」 は、 委員 の い委員だけでは

く、 委員が して、 が した会 事 ・

ント等の内 について、 の も ま がら情報提供

に めることが です。

本会 報 「 民児協だよ 」の ク ン ーを 。 ー

マを設 し、 会で できる事 も 。

（ ーマ）民 委員活動 児 委員活動 に た活動 ン

ル ルス 会　

子

本会 民児 で した 等を 。

街 生

内市町村 民児協で し、 民が できる約 の

活動を 。

市町村 の 、 の 活 ・ に する を

（ ・ も ・ がい等） に 。

生
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第１章 民生委員 ・児童委員活動のイロハ

第
１
章

第
２
章

第
３
章 場 所

どのような所？

スタート

その１

あなたの街を再確認

どのような人が

暮らしてる？

ひ と

その２

地 理

交流の場

居場所

歴 史

暮らす人

関わる人

地域は人材の宝庫。

どんな個性豊かな住民が

いますか？

定期的に集うことができる場所は？

昔と今、

変わったところは？ ふらっと立ち寄る・

世間話をする ・

自然と集う所は？

どんな地理的な特徴がある？

地域の担い手は、

そこに暮らす人以外にも？

ど
ん
な
世
代
や
世
帯

構
成
が
多
い
？

●街の成り立ち／●歴史

遺産／●10 年前との街の

変化　等

●高齢者サロン／●食事会／●地域食堂／

●健康教室／●その他定期的な集いの場　等

●病院 ・診療所／●スーパー／●コ

ンビニ／●公園／●集会所／●公民

館／●ゴミ出し場／●学校／●幼稚

園 ・保育園／●寺 ・神社／●河川敷

／●バス停留所／●郵便局／●日用

品販売店／●飲食店／●運動施設／

●喫茶店／●図書館　等

（自然）●気候／●山 ・川 ・海／●公

園／●田畑／●自然災害　等

（人口）●人口／●男女比／●世帯数

／●高齢化率　等

（産業・交通）●産業／●交通 （電車・

バス） 等

（世 代 ・属 性）●高 齢

者／●子ども／●障

がい者／●成年等

（構成）●夫婦世帯／

●子育て世帯／●ひと

り暮らし／●３世代／

●ひとり親世帯　等

（福祉サービス）●行政／●社協

／●福祉専門職 （保健師 ・ホー

ムヘルパー ・介護支援専門員 ・

社会福祉士 ・介護福祉士等） ／

●医師 ・看護師／●保護司等

（イベント）●祭り／●観光／●Ｎ

ＰＯ等　　（関係人口）●地域を行

き来する人／●ルーツを持つ人

（遠居 ・近居） ／●勤務／●

過去居住／●教師 ・学生等

地域再発見

～自分の街を再探訪！～

　皆さんは、 現在住んでいる地域のことを、 どのくらい知ってい

るでしょうか？　活動で地域を回っていると、 地域の意外な一面

やこれまで知らなかったモノ ・ コトを発見することがあると思い

ます。 下図は、 地域を構成する様々なモノ ・ コトをスゴロクに見

立ててマップ化したものです。皆さんの生活・活動圏である「地域」

のモノ ・ コトについて一つひとつ話し合ってみましょう。

（※ちば民児協だより第82号の掲載内容を再編）
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第１章 民生委員 ・児童委員活動のイロハ

第
１
章

第
２
章

第
３
章場 所

どのような所？

スタート

その１

あなたの街を再確認

どのような人が

暮らしてる？

ひ と

その２

地 理

交流の場

居場所

歴 史

暮らす人

関わる人

地域は人材の宝庫。

どんな個性豊かな住民が

いますか？

定期的に集うことができる場所は？

昔と今、

変わったところは？ ふらっと立ち寄る・

世間話をする ・

自然と集う所は？

どんな地理的な特徴がある？

地域の担い手は、

そこに暮らす人以外にも？

ど
ん
な
世
代
や
世
帯

構
成
が
多
い
？

●街の成り立ち／●歴史

遺産／●10 年前との街の

変化　等

●高齢者サロン／●食事会／●地域食堂／

●健康教室／●その他定期的な集いの場　等

●病院 ・診療所／●スーパー／●コ

ンビニ／●公園／●集会所／●公民

館／●ゴミ出し場／●学校／●幼稚

園 ・保育園／●寺 ・神社／●河川敷

／●バス停留所／●郵便局／●日用

品販売店／●飲食店／●運動施設／

●喫茶店／●図書館　等

（自然）●気候／●山 ・川 ・海／●公

園／●田畑／●自然災害　等

（人口）●人口／●男女比／●世帯数

／●高齢化率　等

（産業・交通）●産業／●交通 （電車・

バス） 等

（世 代 ・属 性）●高 齢

者／●子ども／●障

がい者／●成年等

（構成）●夫婦世帯／

●子育て世帯／●ひと

り暮らし／●３世代／

●ひとり親世帯　等

（福祉サービス）●行政／●社協

／●福祉専門職 （保健師 ・ホー

ムヘルパー ・介護支援専門員 ・

社会福祉士 ・介護福祉士等） ／

●医師 ・看護師／●保護司等

（イベント）●祭り／●観光／●Ｎ

ＰＯ等　　（関係人口）●地域を行

き来する人／●ルーツを持つ人

（遠居 ・近居） ／●勤務／●

過去居住／●教師 ・学生等

地域再発見

～自分の街を再探訪！～

　皆さんは、 現在住んでいる地域のことを、 どのくらい知ってい

るでしょうか？　活動で地域を回っていると、 地域の意外な一面

やこれまで知らなかったモノ ・ コトを発見することがあると思い

ます。 下図は、 地域を構成する様々なモノ ・ コトをスゴロクに見

立ててマップ化したものです。皆さんの生活・活動圏である「地域」

のモノ ・ コトについて一つひとつ話し合ってみましょう。

（※ちば民児協だより第82号の掲載内容を再編）

ゴール

どのような組織

がある？

組 織

その３

地域の課題
と良い所

その４

多様性

支援組織

地 縁

良いところ

地 域
課 題

生活福祉
課　題

どんな個性や価値観、 嗜好を持った人が

暮らしている？

地域に暮らす人達が組織するものや

昔から続く地縁的な集まりは？

地域を支援する組織は？

地域は、 いろいろな組織の

活動で支えられています。

地域の良いところ、

解決すべき課題は？

自分で感じる・友人から言われる良いところは？

地域には、 どん

な課題がある？

地域で共有する課題は？

●世話焼き／●話好き／●サークル主催

（アクティブ） ／●国籍／●動物飼育 （犬・

猫） ／●人種／●宗教／●政治／●性的

指向等

●町会 ・自治会／●防犯 ・防

災／●寺 ・神社／●（冠婚葬祭

等の） 組 ・講／●消防団／●

婦人会／●おやじの会／●こど

も会　等

●健康づくり／●

介護予防／●住ま

い／●近隣関係／

●生活困窮者／●

認知症／●難病／

●ＤＶ／●虐 待 ／

●消費者被害　等

●人／●場所 （シンボル） ／●環境 （自然・公園・

施設） ／●住み心地／●名産 ・名品等

●空き家／●社会的孤立／●ゴミ屋敷／●ご近所

トラブル／●防犯 ・防災／●つながりの持ち方等

（小域組織）●民児協／●社協／●地域包括支援センター

／●社会福祉施設／●青少年育成団体／●老人クラブ／

●日赤奉仕団／●サークル／●ＰＴＡ　等

（広域組織）●市町村民児協／●市町村社協／●市町村防

犯 ・防災組織／●県健康福祉センター／●中核支援セン

ター／●市町村青少年育成団体／●市町村老人クラブ／

●食生活改善推進員／●農協／●ＮＰＯ／●地域づくり団

体／●ボランティアセンター／●シルバー人材センター等

地域のモノ ・ コトは何度話し合っても、 新しい発見や気づ

きがあります。 相手を代えながら、 定期的に話し合う場

を持つようにしましょう。
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民 委員 ・児 委員活動の

第
１
章

第
２
章

第
３
章

１

ご の き 、 し う の き、 の 、 にご活用く

ださい。



2525

本 活動 の向き い方

第
１
章

第
２
章

第
３
章

222章章章
基本的な活動への
向き合い方

では、 民 委員としての 本 活動 の向き い方 、 まず のことを てき

ました。 この では、 活動 情報の い 、 そこに らす 民を とし

た 本 活動 外向きの活動 を ていきたいと います。

民児協の 会等を活用し、 本 で 上 る つ とつの ーマについて、 方

を し てみてください。

． 26 45

まず めは 「 する」 こと （P ）　 する情報 「 活 の る・ につ がる情報」

（P ）　 　 する は （P ）　 る方 は （P ）　 　 する ・ 中・

に うこと （P ）　 　 時の 方 （P ）　 　 ク ート 　 「 き」

ント （P ）　 　 ク ート 　 時　 ・ 「 き」 ク スト （ ）

． 取 い 46 49

情報と民 委員 （P ）　 「 情報」 の 方 （P ）　 　 情報と ー

の いは （P ）　 　 ク ート 　 情報の い の ント （P ）

． い 50 54

と協力 （P ）　 　 「 協」 との （P ）　 　 ワーク ート 　 ・ 協力する を

よう （P ）　 　 町会 ・ 会との 方 （P ）　 　 ワーク ート 　町会 ・ 会との

方　記入 ート （P ）

． す 55 56

． 生 57

． 取 み 58 61

に た みと民 委員 （P ）　 本 方 （P ）　 　 民 委員ができ

ること （P ）
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第
２
章

26

本 活動 の向き い方

第
１
章

第
２
章

第
３
章

民 委員の 本 活動の つに 「 活動」 が られます。

この 活動には、 の を し、 その 民の 活 を 「

する」 こと 、 に て 活の を 「 る」 こと、 した 活を ることができるよ

う ー スに 「つ 」 が まれています。

ただし、 ず、 みくもに するという けでは ませ 。 民 委員として す

る する方 、 を ける き 、 ら め しておきたい が ます。

こうした を ま て、 民 委員だ らこそできる 「 活動」 を したう で、 民

すると、 よ くの きが ます。

本 では、 「 活動」 の み方 について ていきます。

1 す

民 委員の 務が規 される民 委員 には、 のように 記されています。 　　

「 　 民の 活 を に に しておくこと」

民 委員は、 の 民のう 、 に る を します。 と る

民の 活 を確認し、 その も に するように めます。

の情報を する方 は、 に の つの方 が られます。 記 の活

動を して、 に る の情報を 「 」 しては めて、 「 る」 こと 、

ー スに 「つ 」 を うことができます。

．

（ 上 、 と らし ） 「 動 」

ー ス利用 に する 　等

活動 確認 協 ら される （ ・

ー ス等の 知）　等

が う会 協力 との会 　等
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町会 ・ 会の 会 ・ の み 協等の ン

民 の ント　等

2 す 生

内の市町村では、 ら民 委員に して、 の 民に する ら の 情

報が提供されています。 （ の）「 等 らの の提供」のことです。 市町村によ 、

提供内 その ・ 方 等は ますが、 この提供される 情報は民 委員が

内で活動するための ー と ます。

この ー らは、 が活動する 内に、 のよう が いの 、 ういう ー

スを利用する がいるの とい た情報を確認することができますが、 この情報は く

まで （ 「 と らし」） ー スの利用 （ 「 ー ス」・「児

」） に する情報に ま ます。

この情報に、 活 ・ をは め、 その の に と る 記のよ

う 情報を しずつ ていく が ます。

（ する内 ） のこと まいの ・ ご

と しみにしていること に ていること で の い 民　等

と る、 そうした 「 活 の る ・ につ がる情報」 に ては めて 「

した」 ということができます。 と る 民が、 その らしく した 活を でお

くるためには、 と る情報です。

こうした情報を するには、 民と を せ、 活 を い知ることができ

る 「 活動」 が も した活動です。 また、 この活動を して した情報は、 民の

ごと、 活 等を、 に した 事 の を ことにもつ が ています。

、 した情報も、 間ごとに情報の た 情報の に めます。 、

各 「 情報 ト （ ）」 の 時 が られます。

（ ・ がい 等の） で、 ら め 情報 ートを し、 に入れて 等

に 管。 活動時に、 員がい く の情報を し け入れ の の 等に

てています。 この 方 民 委員の 方は、 市町村によ ます。
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3 す

の を する は ませ 。

市町村は、 それ れ を とする 「 」 を めています。 本 には、 この

が める 「 」 を、 する の中 に きまし う。 、 時に て、

市町村 で する 「 動 」 等が られますが、 「 」

の が ら い場 は、 この に確認してみまし う。 この に、 「 が に

る 民 （ ）」 を ていくという ージです。

もし、 市町村が る する を めている場 は、 その を中

に 「 が に る 民」 を ていきまし う。

この 「 に る 民」 は、 民 委員としての を ていくう に、 そうした が

れていくものですが、 委員 の い委員は （P ） 「 き ント」 （

） 「 時 ・ き ク スト」 に する 民を、 に 「

に ける」 ようにしまし う。

4

❶
民 委員が する は、 （ 等は として） 本 には に ける

、 る です。 る は、 のように すると すいでし う。

近所交流

多
近所交流

少

要支援度

低

要支援度

高

福祉専門職の見守り

民
生
委
員

要支援度
低

近所交流
少

要支援度
高

地 域
近 所

近所交流
多

見守りが弱い！
（社会的孤立・生活困窮世帯）
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い い

すでに、 等の ー スを利用し、専 が ている （ 上 ）

、 き いの い 民 （ ） は、 の 「 る 」 がたくさ

ます。

い い す

上記 の 上に、 民 委員として に したいのは 「 が く、

き いが い （ ア）」 の です。 の中では も

れが 民を、 に するようにします。

また、 こうした の の は、 「 は そうだけ 、 こうした が

出そうだ 」 と、 を 「 」 する を がら するようにしまし う。

る を める 、 だけでは め いようにしまし う。 、

がいても、 中は と らしの場 は、 「 の 」 が いてい いケー

スも ます。 の 活 、 のよう の方が ているの 、

確認するようにしまし う。

❷
民 委員として る方 は、 に の つの方 が ます。

ゆるやかな
見守り

しっかり
見守り

間接的な見守り

あいさつ・声かけ

交流の場

訪問活動

住民宅前を通った時や、街中で見
かけた時等。直接的な会話はない。

街中や地域のイベントで出会った
時に、簡単なあいさつ・声かけ。

サロン等の交流の場で会った際、
健康状態や生活状況を直接確認。

住民宅を訪問し、健康状態や生活
状況を確認。

専門的な
見守り

地域包括支援センター
児童相談所
相談窓口等　専門機関

困難な課題（家族による虐待や
認知症、対応拒否等）を抱えて
いる世帯を支援する専門職と、
協力して見守る。

（１）

（２）

（３）



30

第
２
章

30

本 活動 の向き い方

第
１
章

第
２
章

第
３
章

と る 民ごとに、 （ ） （ ） （ ） いずれ の方 に てはめて るケー

スも れ 、 み せ がら ることも るでし う。 また、 本 と 会 をす

る 「（ ） し とした 」 で く ントも れ 、 「（ ） る 」

で くこともたくさ ます。

る方 は、 の 活 、 る の 、 、 されること

の 方、 協力 の を ま 、 よ に ていく が ます。

活動は、 民 委員だけで うものでは ませ 。 のい い が

がら、 それ れの で ることで、 では たことが てく

ることもたくさ ます。

よ 、 には 協力 と うる 民がたくさ います。 その に した

協力 （ ） と協力し、 その に る の 「 」 を していくことを てい

きまし う。

す

セン ー 児 等の の専 が ている は、（ ）

「（ ） 専 」 を うように、専 が の ・ での の 、

時間 が ら いように します。

この場 は、 専 と 方 について、 よく する が ます。

協力 との会 （会 ） 、 の会 、 事 ・ ントには、

に し、 に る専 ン ア等と 知 に ることも です。

セン ー が する に する会 等には、 の専

の ーパー ンと る 民が を ます。 こうした場を して、 が民

委員で ることを認 してもらい、 活動 の協力 「 に る 」 の 等を

知らせてくれるように しておきまし う。

「その に した協力 とは 」

町会 ・ 会 協の協力員 セン ー 事 市町村の

委員 ク の き さ と き の る 民　等
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❸ い

「 る」 とは、 「 の 活 に を 、 し がら る」 こと

です。 そこには、 の い お いの が ます。

方、 「 る」 とは、 「 く を て する」 ことです。 そこには、

の は ませ 。 ら う られたいの 　を て、 との

、 る方 ・ を まし う。

す

民の中には、 との が 方もいます。 こうした方は、 での 、

での会 を がけ がら、 時間を けて を いていきまし う。

そうした 民 外は、 での を しまし う。 の で ると、

くの きも ますし、 その のことを で ことも ませ 。 よ

られる に を ることができるでし う。

務を つ の専 と、 協力して 活動を う場 は、 のルール

のもと、 る方 、 時の 、 等の情報を するようにし

まし う。

また、 町会 ・ 会 で、 市町村 等が する 「 ー ー 」

等を する 会を つと、 民み で 活動に する を める、

よい 会と るでし う。

5 す

ここ らは、 活動における 「 ・ 中 ・ 」 に う内 について、 時 に

ていきます。

す

❶ す

民 委員の 活動は、 、 等 ら された各 のため

の 、 ントの 知、 ー スの 等、 その時 で する が ます。

する は、 き とその を確認したう で、 その内 に せた も （ ）

「（ ） 活動時に しておきたい 」 で確認しまし う。
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❷ す

民 には、 だけでは く、 に し することに ます。

した時の記 き を ら め確認しておくと、 した時との に

くことも るでし う。 こうした 民との の み が、 を めること

にもつ が ます。 また、 時 、 の き も確認してみまし う。

❸ す

られた時間の中で、 活動をするためには、 で るおよその 時間、

時間 、 を めておくとよいでし う。 その 、 のよう にも しまし う。

❹ す

活動時の の ントは、 「 しみ すさ」 です。 は

けまし う。 ジュアルで 活 の る だと を ます。 また、（ ） 「（ ）

活動を める に 活動 の向き い方」 の 内 も確認しておきまし う。

❺
る 、 を くまでは、 の れも く するよ も、 ら め

で をする 、 を しておく 、 事 に する を知らせておくとよ

いでし う。

の いルート と の るスケジュール 各 での 時間

に した ン （ の が い時間 を ・ に 間 は る） 等

❶ すい

民とお会いしてす 、 した用 を 出すのでは く、 まずは のよう

ら会 を ていきまし う。 本 には、 るい 民が ・ の ること、

向き に る を していきまし う。

「民 委員の です」

の を にする方もいるので、 き で 「民 委員」 とは いようにします。

「 はいい です 」　 　「 、 そこで 事を めた です 」
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「 は の です 」

「 、 に、 のお ができた ですよ」

「お の が に ました 」

❷ い

一

民 委員は専 では ませ 。 に らす 民として、 ご の で、

「 した 活」 をおくることができるよう う を がけます。 を けたい

は、 する ・ されるという を ま い ・ させ いようにすることで

す。 に らす、 の 民として向き いまし う。

民 委員活動の の つとして、 民の み に ていることを、

ー スに 「つ 」 ことが られます。 ただし、 を けたいのは ずしも

「 に向けた ー スにつ 」 という けでは いという です。

民 委員は、 民と会 をする中で、 本 に ー スの利用を でいるの 、

ただ いの を いて しいだけ の 、 よくその を し る が ます。

民 委員が、 民の 場に た を うう で、 も にしたいことは 民

の に を ける その 「 」 です。

ー スの利用を する場 は、 この では ませ が、 民の中には

らず を いて しいだけという方がいます。 また、 内 でも、

に す もいれ 、 めて るく す 民もいるでし う。 民 委員は、 民の

を き がら、 時 を 、 を し がら、 民の を し ます。

が る みを に けることは、 に がいることです。

それでも、 さ に、 そうした の内を せてくれた 民の を にしてくだ

さい。 、 を に めて、 民の 情に うように めまし う。

「 」 の を がけると、 民は 「 の を いてくれる がいる」 という

を くことができます。 そういう では、 に民 委員がいるだけで

につ が ているとも ることができます。
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10

の を 、 る く にさせ い。

いに を ける。

に の を る。

る しはついても、 の を ら い。

の したく いことは に い。

く せる を る。

を く時に、 にう ずいた 、 い を た する。

がせ い。

おう しで確認する。

本会 「 会」 よ 用 。 本会 。

アク スン 村

い

民 委員として する は、 民をお年 い、または も いすること く、

「 さ 」 と をつける 、 を て するようにしまし う。

また、 の場 は、 「 く ・ は き ・ 」 に すようにしまし う。

大

は ていることを められた 、 認められるとうれしいものです。 の

場 は、 でき いことが る中で、 よ 向上している していること

を にお ししてみまし う。 また、 て中の もに しても、 「 の

て ・ おと （ ）」 として、 「 める ・ 認める ・ らう」 ことを が

けて するようにしまし う。

す

ができるまでは、 される も した を く もしれませ 。

記のよう をお しした を る して、 民の に めまし う。

（ ） 「児 委員 設 年　 児 委員活動 方 」 （ 民児 ・ 年

） では、 の児 委員活動の として、 「 もた の おと に 、

の て と る」 ことが されている。

の を 民 委員の 場を 務を に してもらう　等
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❸ す

民 を する時に、 確認する・ に ける ントは、 記ページを確認しまし う。

❹ す

民と している時 、 活 を にしている時には、「この は のよう ー

スが利用できる （ している ）」、 「 のよう ントに できる 」 、

ー ス に る ・ ト （ 記 ）につ ことを るようにします （ 記 ）。

また、 に ることが たら、 に いてみるのもよいでし う （ 記 ）。 そ

の時、 したく い を せたら、 を した せず 入 し いようにします。

とつ を けたいのは、 を いて しいだけということも いので、 を め

る場 には が すいよう に提 するようにしまし う。

（ ） に る ・ ト （ ） は、 （ ） 「（ ） 」 を 。

❺ す

した 会 を たら、 する を ます。 まだ、 に

てい い では、 のよい 時間 等を いておくとよいでし う。

（ ） 「 き ント」 （ ） 「 時 ・ 「 き」 ク スト」

（ ） 「 認知 のめ す」 （ ） 「 認知 の ント」 （ ） 「

もの 等 き ク ート」 （P ） がい 　 の で す き の

ント （ ） 「 ・ ク ート」 （ ） 「児 に くための

ク ート」 （ ） 「 がい ク スト」　等

す

「（ 民） す がい くて しい」　 　 （ できる ントは

が るだ う ）　 　 「（民 委員） し ら、 そこの 民 で、

に 会を ていますよ。 の さ もたくさ されていま

すし、 してみます 」

「（ 民） の が くて ている」　 　 （利用できる ー ス

できる は た ）　 　 「（民 委員） そうい 、

で と を ていますけ 、 お だけでも いてみ

ます 」

　「 い は、 うされています 」 「 出しは、 うされています 」
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記 （ ） （ ） は、 中に た場 の 方 、 を けたい ントです。

に た時は、 して はし いようにしまし う。 また、 れと て たことでも、

民の に いことも ます。 民の を し、 を る ・ つよ

うにしまし う。

❻
の 民が だ た場 は、 「 」 に セージを いて ストに

する して したことを るようにしまし う。 また、 民の を した

い場 は、 協力 （ が民 委員で ることを知 ている） 知 の

民に を てみてもよいでし う。

お、 は、 が くて、 け ン ーフォンの が こ い場 、

に時間が ること も られるので、 が い場 でもし らく つようにしま

し う。 　「 」 の は、本会HP ら ン ードできます。 （ は ）

❼
される 場で てみると、 は めは が るのは です。 の 、

い会 を る中で、 民の の を 間 る ントが ず ます。 し

て いはせず、 せらずに、 しずつ を していくようにしまし う。

る には、 ストに を する して、 する を 、

　民生委員・児童委員の　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　です。
　下記内容で伺いましたが、ご不在のようでしたので、不在連絡票を投函し
ました。

□　上記メモの内容をご確認ください。
□　後日、あらためて再訪します。
□　ご連絡ください。　（電話）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

令和　 年　 月　 日（　 ）

午前・午後　 時　 分頃

訪問した時間帯

（メモ欄）

（今後について）

不 在 連 絡 票
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するき けを ておきまし う。

がうまくい いときは、 委員の 方を いてみた 、

セン ーの専 に するのもよいでし う。

❽ す

の 民と の委員 、 の委員に してもらうのも つの方 です。

❾ 長 い い

ら め 時間を る 、 らためて する約 をしてもよいでし う。

❿ い い

す

「 れた 」 とは、 された が に を すことができる い け

のことです。 方、 「 られた 」 とは、 に して 「はい」 「いい 」 だけ

で することができ、 その の会 が い い けのことを しています。

できるだけ、 民との会 は、 「 れた 」 を がけるようにしまし う。

み

まだ ができてい い中で、 向 い て をすると、 お い してしまうも

のです。 に 、 方向に る （ に入る） ものを にすると、 い い と

の が て し すく ます。

⓫
本 には、 内 の場 を き、 は いませ 。 き

けると、 も らく ますので、 き と るようにしまし う。

ただし、 に た 、 みくもに 「でき い」 というだけでは、 民との

を いていくことは しく てしまいます。 できるだけ、 と る ー スを

できるように、 時は 協 の ーフ トを するとよいでし う。

⓬
マン ンを した時、 セ ュ のために、 確認 お会いすることができ

いことも るでし う。 こうした場 は、 ストに を した 、 管

　　「 の ご は、 を ました 」

　　　　　　　　　　　　 「 は、 ンド を ました」

　「 は ご を ました 」

　　　　　　　　　　　　 「はい」
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に 記のよう について き けていきまし う。 に、 管 と の る く

は です。

⓭
民 を した には、 のよう ことに を けまし う。

民との は、 で う。 には がら い。

の し はし い。

に るとい た には い。

をもら い ・ い。

に たら し いで、 する。 　　等

に る がいる場 は、 ことでも してもらうよう る。

にマン ンを し、 セン ー 等の

を て、 に けて しい ントを る。

（管 を して） 管 の会 に出 し、 マン ンは外 らの が

しいこと 民 の が で ること、 に ることが た

ら して しいこと を る。

❶
に たら、 れ いう に 時のために、 会 の 時 を

記 しておきまし う。 きで ントを に くようにします。

❷ す

した に、 民 らの を することは、 上記 （ ） と に、 き

と記 に すようにしまし う。 しでも に うことが た場 は、

民児協の に い せのう するようにしまし う。

❸ み い

を する は ませ 。 民 委員の活動は、 民が した 活を るこ

とができるようにお いをすることです。 そのため、 民の みをお きした場 は、

で しようとはせず、 その みに た ー スを した 、 利用できるよ

うに 協等につ ことを ます。 して で ま いようにしまし う。
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6

活動中に、 が を する場 に した場 の 方 です。 こうした時に て、

事 に市町村民児協事務局 民児協で、 時の について確認しておきまし う。

❶
の 民が、 記 に し を する場 は、 報 （「 」 また

は 「 」） をしまし う。 に 民の を せず、 を にします。

❷ 119

１１ す

ア で ることを る。

場 を る。

が い方の を る。 （ の 等）

が い方の ・ 年 ・ 等を る。 ら い時は、 「 ・ 」

ま 情報で 。

の と を る。

に、 まで き うことに た場 、 ら （ された 民に

す い

が れている。

ケ をしている。

がお しい ・ としている。

がして がお しい。

しい 、 き がする。

は いているのに でも が い。

119 い

セン ー事 （ ） に しまし う。 等の専

が に てくれます。 時間年中 です。

が ると を求められることが ますが、 民 委員として す

る は ませ 。
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すること 入 等 の） 「 」 に を求められることが ますが、 民 委員

として する は ませ 。

民 委員が し くても、 が の をし いということは ませ 。

す

ら め している「 」の の に をしまし う。

い

に る セン ーに しまし う。 に る

専 がい い場 は、 市町村民児協事務局 民児協会 に を

まし う。

い

市町村民児協事務局 民児協と、 時の 、 時の 、

間の 方 について しておきまし う。

生

（ ）　　　 民児 ・ （ ） 年

（ URL）　

（その ）　　　 民児 に （ ） 本が されていま

すので、 ン ードのう ご活用ください。 入

パスワードは、 「 」 （ ） です。

（ ）　

１



4141

本 活動 の向き い方

第
１
章

第
２
章

第
３
章

民 委員による 活動の は、 だけでは ませ 。 には、 がい

活 、 で 児 をしている方 、 ら の を とする 民が

たくさ います。

記 は、 そうした 民に くための ントをまとめたものです。 に、 向

けのものでは ますが、 の 認知 、 、 の 「 き」 ントを

しています。 、 （ ） 「 時 ・ き ク スト」 と

せて、 活動の にご活用ください。

お会いした時と て、 ントに するよう が られた場 に る

が る場 は、 市町村 の セン ー 、 の専 に

するようにしまし う。

１．

外 だけで く、 本 との会 動の らも くことができます。

No

の

が い

せてきている

が そうに る

き方がお しい ・ しい

動 が い ・きご い ・時間が る

事 い がつらい ・ が い ・ 知 いがい くて しい等と

本 が う

動の にこも が （ よ 外出し く た）

．

動の 、 本 との会 の らも くことができます。

No

が れている （ こ し ・ 等）

が に てい い
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いつも で ている が い

がする

が れている

動の

の ができ く た ・ を出さ い

場 に に 時間 している

ものを に 入している

していても 事が い ・ に出 い

の

まで をしていた が をし く た

が み い。 の いことをいう。 ことを も

す

方 に のこと すように た

を く が に た

ものを に 入している

まいの 内が に ている

．

が る、 がする 、 きした中での きの 、 本 の会

も き ントに ます。

No

の
に が る。 （ に れる ） また、 その を そうとし

い

動の で ごすことを けて、 外に出ていることが い

・
の中で している が る

本 の を が したがら い ・本 と会 せ い

・ ・ が こ る
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． い

の中で れていた 、 間に たる場 は も れます。

をしている らこそ、 とした に くことができます。

No

動の

間の 、 を け く た

い をしている が られ い

の ま に、 に く た

の ・ に出ず、 が れ く た

時
したが は い （約 した に会 い、 間会 い）

いつもと ・ が う

まいの

ら がする

ストに ・ 等が ま ている

が も して る。 に ても まれ い

の ができてい い

が ま ている

間に が いたまま、 間に が い

ー ンが ま たまま

．

No

たことが い が出入 している

に 外 が いて る

が した （ との ・入 ・入 　等）

してきたが、 に めてい い

認知 等の を 、 が れている

（出 ） 局 「 等の ド ク （ ）」 。 、 本会 。

（ ページ） ・ ・ ・ ・ （認知 ）・ （ がい）・ （ ）・ （ 会 ）
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くらし 家 族 からだ

分野・緊急度別
「気づき」チェックリスト

□ 近所づきあいがない
□ 生活環境が悪い
　●庭先が荒れている
　●ゴミに溢れている
□ 電話に出なくなった

□ 一人で介護している
□ 育児する親・介護者の
　 健康状態が悪い
□ 最近配偶者が亡くなった

□ 自由に外出できない
□ 新たに身体に障がいがで
　 きた
□ 以前よりスムーズに歩け
　 なくなった

□ 最近見かけなくなった
□ 家から異臭がする
□ 衣類が汚れたまま
□ 食事を用意できない
□ 昼間でも雨戸やカーテン
　 が閉まっている
□ 夜間に電気が点いてない
□ 郵便ポストに新聞や郵便
　 物等が溜まっている
□ 洗濯物が干したまま

□ 家庭内で喧嘩が絶えない
□ 高齢者への対応
　●高齢者に会わせない
　●冷たい態度をとる
　●暴力をふるう
□ 介護者が介護の疲れを
　 訴える
□ 本人が「施設に入りたい」
　 と言う
□ 本人が「自殺したい」・「何
　 もかも嫌だ」・「もうおし
　 まいだ」と発言

□ 顔色がさえない（気分が
　 沈んでいる／具合が悪そ
　 うに見える）
□ 身体の変化
　 ●急に痩せた・太った
　 ●髪・ひげ・爪が伸びた
　　 ままになっている
□ 異臭がひどい
□ 身体にあざや傷がある
□ 一人で歩けなくなった
□ 食事をとっていないと訴
　 える

□ 電気・ガス・電話が止め
　 られている
□ テレビやエアコンの室外
　 機など、生活音がしない

□ 怒鳴り声・泣き声がする
□ 育児や介護の疲れ等で感
　 情が爆発する
□ 家族が暴力を繰り返す

□ フラフラになって外を歩
　 いている

訪問時

経済状況認知症 経済状況

緊急度

低

中

高

緊急度

緊急度

緊急度□ 少し物忘れが目立つ
□ 同じことを繰り返す
□ ゴミの分別ができない
□ 家族が介護の悩みを周囲
　 に話す

□ 同じものを着ている
□ 生活が質素になった
□ （成 年 世 代 の）子 ど も が
　 働いていない

□ 深夜に出歩いたり、道に
　 迷う
□ 同じものを買ってくる
□ 知っている人に初対面の
　 対応をする
□ 季節に合わない服装、不
　 適切な履物をはいている
□ 介護者が介護の疲れを訴
　 える
□ 年金や通帳をなくす。管
　 理できない。
□ 幻覚や妄想がある

□ 必要な介護サービスを
　 使っていない
□ 年金があるのに、お金が
　 ないと訴える
□ 家族に印鑑・通帳を盗ら
　 れたと訴える
□ 訪問販売品が溢れている
□ 見慣れない業者や知らな
　 い人が出入りしている

□ あざや傷が絶えない
□ 徘徊で危険な目になった
□ 大声をあげる
□ 店先で支払いをめぐって
　 トラブルになった

□ 食べる物がほとんどない
□ （家 族 間）お 金 に 関 す る
　 ことで怒鳴りあっている

行政や地域包括
支援センター等
福 祉 関 係 者 に、
相談する！

行 政 や 警 察 等
に、通報する

　主に、高齢者向けのチェックリストですが、子育て世帯や障がい者世帯等にも該当する項目もあります。
　なお、掲載内容はあくまで一つの目安です。少しでも気になることがあれば、行政や社協、地域包括支
援センター等に相談してみましょう。

福祉関係者・ご
近所さんと連携
して見守る

（出　典）　　島根県松江市社協「ご近所見守りチェックリスト」を参考に本会編
（関連ページ）P28・P35・P41・P61・P68（認知症）・P93（精神障がい）・P122（虐待防止）・P134（社会的孤立）
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経済状況認知症 経済状況

緊急度

低

中

高

緊急度

緊急度

緊急度□ 少し物忘れが目立つ
□ 同じことを繰り返す
□ ゴミの分別ができない
□ 家族が介護の悩みを周囲
　 に話す

□ 同じものを着ている
□ 生活が質素になった
□ （成 年 世 代 の）子 ど も が
　 働いていない

□ 深夜に出歩いたり、道に
　 迷う
□ 同じものを買ってくる
□ 知っている人に初対面の
　 対応をする
□ 季節に合わない服装、不
　 適切な履物をはいている
□ 介護者が介護の疲れを訴
　 える
□ 年金や通帳をなくす。管
　 理できない。
□ 幻覚や妄想がある

□ 必要な介護サービスを
　 使っていない
□ 年金があるのに、お金が
　 ないと訴える
□ 家族に印鑑・通帳を盗ら
　 れたと訴える
□ 訪問販売品が溢れている
□ 見慣れない業者や知らな
　 い人が出入りしている

□ あざや傷が絶えない
□ 徘徊で危険な目になった
□ 大声をあげる
□ 店先で支払いをめぐって
　 トラブルになった

□ 食べる物がほとんどない
□ （家 族 間）お 金 に 関 す る
　 ことで怒鳴りあっている

行政や地域包括
支援センター等
福 祉 関 係 者 に、
相談する！

行 政 や 警 察 等
に、通報する

　主に、高齢者向けのチェックリストですが、子育て世帯や障がい者世帯等にも該当する項目もあります。
　なお、掲載内容はあくまで一つの目安です。少しでも気になることがあれば、行政や社協、地域包括支
援センター等に相談してみましょう。

福祉関係者・ご
近所さんと連携
して見守る

（出　典）　　島根県松江市社協「ご近所見守りチェックリスト」を参考に本会編
（関連ページ）P28・P35・P41・P61・P68（認知症）・P93（精神障がい）・P122（虐待防止）・P134（社会的孤立）
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． 取 い

1 生

民 委員は、 ら提供される 、 民 ら お きする情報 、 活動をして

いく中で、 情報に れる 会がたくさ ます。 活動の 上、 の

が に ら い （ し い） と、 を うことはできませ 。 、

内の に る 民の情報 に める が ます。

ただし、 と に 情報とい ても、 ら提供される のよう もの ら、 民

ら く 「 さ が 入 した よ」 とい た情報まで です。 には、 が

い のよう ものも ます。 民との を ける中で、 そうした情報を

し がら、 に 情報を していきます。

生 す

　（ 民の ・ に する 記 ）

活 記 （ 協 「 活 」 の の

・ の 記 ）

　（ ら民 委員に提供される情報）

動 （ ら民 委員をは めとする に提供され

る情報）

「 報 」 に する 　（ 民 らの で する 報 確認 ）

活動記 　（ ーを記 している場 が る）

（出 ）（ 民児 ）「 です 情報が記 された 等の いについて」。 、本会 。

2

民 委員は、 情報 による 「事 」 には はしませ 。 し し、 での活

動は、 民との が てこそ つものです。 務を することはも

、 民が 利 を ら いように、 情報の 管方 活用方 、 知 た情報

の いには が求められます。
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する 情報の内 その 方 については、 「 情報の い の

ント」 で確認するようにしまし う。 ら 情報の提供を けている場 は、 市町村

の 情報 によ て、 その提供方 管 方 等が に められていますので、

確認してみまし う。

情報の 方 については、 での確認はも 、 民児協の 会でも ず

確認し 認 を つようにしまし う。

3 い

よく にする 「 情報」 と 「 ー」 という 。 つの は、 に ている ー

ジが ますが、 のよう いが るのでし う の は、 およそ の です。

❶
情報は、 「 する に する情報で て、 年 等の ー

が、 、 ー として記 され、 の を できるように ているもの」

（出 情報 ） です。

❷
ーは、 「 内の 事 ・ 活 ・ ・ の 。 また、 それ

が ら ・ を け い 利」 （出 ・ ） です。 また、

に に知られたく いと認められる事 は、 の です。

❸ い

の いは、 を に されることが いようです。 員は、

を けるために、記 されている （ を する とい た 「

情報」） をもとに します。 そして、 その の中に れている には

知られたく い 情報が 「 ー」 です。

す

・ 等の 情報　 　 ・ 等の 上 情報

・ 等の 情報　 　 ・ 等の 情報

・ ・ 等の に する情報等
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❹ 生

民の ーは、 に られる きものです。 方で、 活動に るう

では、 民の ーが ら けれ 、 活動を することはできませ 。 活

動に する 内で、 民の ーを する が ます。

ただし、 上に 民の情報を する は ませ 。 「活動を うために

と るのは、 のよう 情報 の 」 という を ておくことが です。 会

の場で、 市町村 で める を確認したう で、 こうした

を するようにしまし う。

また、「 務」 を するためには、 する 情報の管 方 について、

き と を向けておく が ます。 市町村の 情報 に く いの

ルール 、 記 「 情報の い の ント」 を確認しておきまし う。

取 い 10

い

をは め、 ー の い情報が記 された は い。

活動でも、 に 情報 外は い。

す

を ず、 情報を く は、 ン の き れに する。

取 い

として、 情報の記 の る は ーし い。 もし、 ーする場 は、

ー に を れ いように を ける。

す い

の が出入 する場 （ 設 等） で、 民に することを さ い。

い

に する時 、 委員 で する時に、 情報の記 の る そ

のものを として提供し い。 で 用する も 記とし、 に

する。

す

の が した、 るいは （ 等によ ） が く た時 で、

に た 情報は、 に する （ ュ ー 、 提供 に 等）。
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み す

等は記 し い。

す

の に れ いように 管場 に する。 また、 の を つの ンに

入れておくことを ける。

取 い

民児協として、 が した 記 の き 、 との情報 のルール

を ら め めておく。 また、 情報の いに する確認 の場を つ

ようにする。

に 情報を き ことについて、 民の を ておく。 、

のもと、 を ていくためにも事 に を ておくように

する。

（出 ）　（ 民児 ） 「 です 情報が記 された 等の いについて」。 、 本会 。

大 す 取 い い

（ ）　　　 民児 ・ （ ） 年

（その ）　　　 民児 に、 ー が されていますの

で、 ン ードのう ご活用ください。入 パスワー

ドは、 「 」 （ ） です。

（ ）　
全国民生委員児童委員連合会

　最近、民生委員・児童委員が保有する個人情報

記載資料の紛失事例が全国各地で発生しています。

　民生委員・児童委員活動の基本は住民との信頼

関係にあり、こうした個人情報の紛失は、その信

頼関係に影響を及ぼすことにもなりかねません。

　民生委員・児童委員、また民児協組織に対する

信頼のためにも、あらためて個人情報の記載され

た書類等の取り扱いについて、確認しましょう。

ついて

が個人情報
取り扱いに

記載された 等の書類

大丈夫ですか！
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． い

1

民 委員は、 に る くの と ・ 協力し がら、 活動を

していくことに ます。 民児協、 るいは民 委員として、 のように と向き

ていけ よいのでし う 。

民 委員 の （ 務） には、 のように 記されています。

❶

生 14

　 会 を とする事 を する は 会 に する活動を

う と に し、 その事 は活動を すること。

　 会 に める に する事務 （ 「 事務 」 という。）

その の の 務に すること。

には 「 」、 には 「協力」 という が 記されています。

まず、 この ージが ている つの の つ を、 き と する が ま

す。 それ れの の は、 およそ のよう ものです。

で 事 をしようとするものが、 を てそれを うこと。

に向 て を せ 力すること。

らも 「 いに け う」 という では ですが、 協力は 「 け うこと 」 を

すのに して、 は 「 をも て、 を い がら 事を う」 こと

を します。 つま 、 け うために、 （ ） （ を るという） を

とするため、 「協力」 よ も の と ます。

本 には、 セン ー が う事 には 「協力」、 協をは めと

する とは、 を がら、 それ れ の活動を う 「 」 をして

いくことに ます。
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❷ す す

と に、 とい ても、 に る は く ます。 その中

でも、 に民 委員が で る の い は、 セン ー、

協、 が られるでし う。 「 」 と 「協力」 という ら ると、

とそれ れの活動は、 のように することができます。

また、 こうした と ・ 協力するのは、 民 委員 では く、 民児協の

として向き うことが です。

　 協、 会　等
ン、 、 こ も 、 、

　等

協　力
・ セン ー ・

　等

の会 委員会、 各 、 確認、

ー スの 知等、 児 、 の

、 その 等 ら協力 された活動

2

の中で、 した活動を う としては、 まず 協が られます。

この 協は、 会 の を す が し、 民 の の

く を した活動を しています。 民児協として、 児を とし

た ン 会 に しているとこ も いでし う。

協の活動は、 と る 民が民 委員活動のそれと することが く、

の きが に ているとこ も けられます。 くの民 委員が に うこ

とは、 「民 委員に ると 動 に 協の協力員 （ ） に る」 こと 、 「 協活動の

うが に い」 こと、 「民 委員が と ている」 こと等が られます。

市町村によ は る。 委員 協力員 。

その 方、 本会が た によると、 約 の委員が 協の活動に がい

を ています。 がいを つつも、 する が とつ ら いという委員

が いようです。 き と、 の が されておらず、 のために するの が

てい いことが き でし う。

「民 委員の活動し すい く 」 という を ると、 らためて民児協と 協が

で ることを認 したう で、 それ れ としての活動 その を ま て、

き と する方 を ていく が ます。

❶
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内でよく られるのは、 協と民 委員 が と ているケースです。

協との について、 民 委員 にその 方 等が委 られてお 、 される

ままに、 協の活動に していることが いようです。

本 には、 （ ） ごとに 方 を ます。 「市町村民児協と市町村 協」、

「 民児協と 協」 を にして ます。 民児協として、 協との 方

を し、 各委員はその方針に て 協活動に していくことが 本と ま

す。

協をは め、 との 方 は、 記 の で ます。 これは、 （

）「（ ） 活動の の 方」と の 方です。 その 、

記 の活動を し、 記 は くまで 力・ ・時間 に が れ うとい

た けにしまし う。 また、 （ ） 「 ・ 協力する を よう 」 も せて

確認していきまし う。

ての 協の活動に するという けでは ませ 。 「 つの 」 の中で、

た だけではでき い を、 協の活動で ーするという を つとよいで

し う。 この （ ） を つの に、 上記 または に てみると

すいでし う。 これは、 協との に らず、 「 する 」 に する

本 方です。

ア
する 民児協の活動で、 すでに つ

の （ ） を できている場
に ける

する 民児協の活動で、 まだ つの

を できてい い場
として （ を） 入れる

「 つの 」 については、（ ） 「（ ） 民 委員の と 本 本 」

をご ください。

（ ） 「（ ） の 会 協 会と ・協 する」 も確認しまし う。

❷

（ 民児協で） 民 委員としての活動を する

ア 民児協の活動　（ 民児協として う活動）

各 の活動　（ 委員が して う活動）

（ 民児協 るいは で） の活動を る
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す

１． す

No

（年 ）
（ ） 上 の に協力

の ・ 等につ がる

． す

No.

ン

（ ）

（ 協） の 場 く

に る 民が している

、 民 委員が ・ 協力している の活動に、 （民 委員が） する

を 確認してみまし う。
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3 町

民 委員の 本 活動 アは、 です。 そこに される町会 ・ 会とは、

に の る く を がけていく が ます。 そして、 「 民の 場に た」

で活動をしていくう では、 町会 ・ 会と の る を いたう で、 そこに

らす 民の 活 等を していくことが と てきます。

協とい た ・ 協力する とは 、 民の で る町会 ・

会とは、 民 委員 の 場で し、 「 と 民をつ 」、 「 に の を

入れる」 という を がけて活動していきまし う。

町会 ・ 会との 方 （ ） は、 その と 、 民児協でその方針を

し、 認 を つようにしまし う。 記 の内 について、 さ で し

てみまし う。 に て、 に を してください。

（ ） 「（ ） の 　 町会・ 会と ・協 する」 も確認しまし う。

町

ること

民 委員の 等を 知 （ 務 ・ 中 ・ 情報の い等）

民 委員活動の （会 ・ ・ 覧 ）

民児協 ・ 協等の 事 ・ ントを 知

み方

・ に る の 方 （町会 ・ 会 の 内 ）

に た み （民 委員として る ・情報 等）

方 町会 ・ 会の会 、 事 ・ ント の （ 等）

その
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年、 民児 は、 活動中における の い方針について （ ） 「 の

いが う場 の、 民 委員 ・児 委員の の 方について」 を しました。

この方針の中では、「民 委員は、 を う は い」 ことが されています。

民 委員は、 活動の中で くの 民とお会いします。 に、 ら い に け

い方 、 活に ている方、 また 活 の も しい方とお会いする 会も るでし う。

そうした方とお をする中で、 い の を求められた場 は、 「民 委員

はそうい た はでき い」 ことをは き と たう で、 の ー ス 協の

活 等の を するようにしまし う。

（ ） 民児 の方針では、 い を として、 を ず を う の 事

等が記 されていますが、 内には くの 事 ン ア 等が活動しています。

民 委員としては、こうした は ず、 を する （つ ） ようにしてください。

に が る場 は、 この では ませ が、 こうした も で するようにし

まし う。

民との の中では、 とは に、 の活動 の のお として を

そうとする 民もいます。 に らす 民 の と （おすそ け等） の は、

この では ませ が、 民 委員として活動した としては、 して をもら

いようにします。

お、 が 方 認知 の方 で 管 が 場 は、 市町村 協

が する 「 活 事 」 、 年 の活用が と るため、 市町村 協

等の つ ようにしまし う。

． す
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民 委員 ・ 児 委員は の いを う を に う きでは く、

は いものとする。

し し、 方で、 の 等によ を ず、 民 委員 ・ 児 委

員が の の で、 い 等の に している が けられる。

こうした場 には、 民 委員 ・ 児 委員は のルールに き のも

とに することとし、 その 、 の に する。

、 の いを う を求められた場 には、 で せず、 の内

方 、 間、その について、 ず民児協 として を い、

すること。

、 する は 力 では ず、 で すること。 また、

の 管はもとよ 、 内 の の記 をと ておくこと。

、 いの内 について、 民児協 として に クを うこと。

、 の いは の にと めること。

お、 力が で、 管 が には、

利 事 （ ） に ことが で る。

上記の いを 、 さらに、 の中で して が とされる場 は、

民児協 だけの活動にと まらず、 の として、 民 ・

が協 した ・ トワーク の いに する が

で る。

民の 場に て を う民 委員 ・ 児 委員には、 こうした

について、 の 会 協 会、 民に提 し、 るいは す

る して、 協 した の み く を き けていくことが求められている。

年

民 委員児 委員 会

「 利 事 」 は、 年 に、 事 として 会 協 会を に され、

年 には 「 活 事 」 に されました。 お、 本 中の （ ） は本会が 記。

取 い

生 い



5757

本 活動 の向き い方

第
１
章

第
２
章

第
３
章

民 委員の の つとして、 民 委員 に規 される 「 中 」 が られ

ます。

民 委員は、 の中で、 に る を に、 活動 （

活動 ） をは め、 に る 活動を ています。 また、 そうした活動の

中では、 民の ーに れることも く、 活にも く ることも しく ませ 。

こうした活動を う民 委員が、 その 場を利用し、 に 用した場 、 その は

知れ いものが ます。 そのため、 民 委員は 「 務上の 」 を は のた

めに利用しては ら いとされています。

この規 は、 民 委員がその 務を れて、 として に 入した 、 活動を

うことまでを したものでは ませ 。 そのため、 らの 外で 活動を う

場 は ませ が、 内での 活動は、 務上の を利用した の

が に ため、 内における 活動はできる ける きでし う。

し 活動とは れますが、 民間 の事 等 の るいは 等の活

動についても の を とします。 こうした活動に、 民 委員として ることは さ

れていませ が、 民 委員 を に、 その内 が の 内のこと 、

民を するよう 内 では い 、 に するようにしまし う。

民 委員 にその が くても、 ら ると 「 務上の 」 を利用しているよう

に てしまう もしれませ 。 内の 民に のように け められる を ておく

が ます。

． 生

15 　民 委員は、 その 務を するに つては、 の を し、 その

上に する を 、 、 、 、 会 は によつて、

は をすること く、 つ、 その は、 情に して にこれを

けれ ら い。

16 　民 委員は、 その 務上の を は のために利用しては ら

い。

　 の規 に した民 委員は、 の規 に い せら

れるものとする。
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民 委員の 「 に た み方 」 に する は、 「民 委員 ・児 委員による

時 活動に する 針 」 （ 民児 ・ 年 ） をご くだ

さい。 ここでは、 本 方 等を中 に しています。

． 取 み

、 民児 では、 上記 の の を めています。 民児 の 報 「 」 年

をご ください。

上記 ー は、 民児 HP 「民 委員 ・ 児 委員 民児協 　専用ページ （ ）」 に

されています。 入 パスワードは、 「 」 （ ） です。

1 取 み 生

民 委員が に に た みを めたのは、 （ ） 年に 民児

が した 「 時 も さ い 動」 らと ます。 、 市町村民児協 民

児協では、 マ の をは め、 町会 ・ 会と した

の に めてきました。

し し、 （ ） 年 、 の をもたらした 「 本 」 では、

もの民 委員が活動中に く ました。 その 、 くの委員も し、 委員の 確

時における民 委員の 等、 き が ら に ました。

その 、 では （ ） 年、 「 本 」 を し、 市町村に して 「

動 」 の を 務 け、 民 委員はその提供 の つとされました。

また、 この を けて、 民児 では の 動 の も ま て、 「民 委員 ・

児 委員による 時 活動に する 針 （ ）」 を し、 時の委員活動

の 方についての 方 を しました。

年 には、 と る 「 に る民 委員 ・ 児 委員活動に する 針」 を

し、 「 に る民 委員 ・児 委員活動 」 を しました。

民 委員は、 の活動の中で、 民とお会いする 会を く ています。 民 委員がお

会いする 民の くは、 時において を する に し することが いので

す。 そういう でも、 らたに 「 に た み」 を めるというよ は、 の活動

の 上に る みとして まし う。
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生 10

と の を に る

の い活動を がける

民 の とつ が 、 協 して

時の活動は の委員活動の 上に ることを する

民児協の方針を として めておく

の 管方 、 方 を めておく

と協 し、 情報 の 方を めておく

が に、 が くように する

を 、 の を き ける

民 委員 の い、 民児協による委員 を する

は（ 民児 ）「民 委員・児 委員による 時 活動に する 針 」を 。

2

❶
に た みを、 の つの場 に けて ます。

　時
が してい い時を し、

「 時」 ともいう。

場 ・ の確認

知 の の

等との マ

　等

時

ら 報が出てい

る時。 （ （ ） 時、

・ 時等）

と の 確 （ に

て） で 員等に に す

る情報提供 、 民児協の に

報

ら 報が さ

れた 。 と の が確認

された 。

民の 確認 （ ・ に る方）

民児協としての活動 ら

の 事 に する情報提

供 （ の ・ ） 等
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「 時」 の みが、 民 委員の 「 に た み」 の中 に ます。 の活

動の で、 等と し、 マ の 等に協力します。

「 時」 は、 の （ ・ ・ ・ 等） が されますが、 本

には お いの市町村、 ら 報等が出ている時は 「 時」 とします。 この時、

民 委員としての活動は いませ 。 の が確 されてお 、 ともに

が る場 のみ での 活動を します。

「 」 は、 時の 報・ 報が された を します。 報等が された は、

くできる で、 民の 確認 （ ら め めていた） 民児協としての活動、

らの 事 （ 確認 情報の 知） 等に協力します。

3 生

❶い い

と に 「 」 と ても、 ・ ケースが られます。 はも

、 の 、 、 、 お まいの によ ても きく

ます。 また、 それらが することも るでし う。

、 それ れの によ 方 ・場 が ることも られますし、 が

する場 時間 でも は ます。 て、 には 、 、 が

い 、 外 民がいる中で、 その 方 も によ ることが

されます。 お いの に い 民を し がら、 に た みを

していく が ます。

❷
市町村で している ードマ を確認しまし う。 の （ 、

、 の 、 等） によ て 場 方 が ることも ます。

❸ す

い が した場 は、 が すること 外出中で ること、 していて

確に情報を られ いこと等が されます。 こうした場 に て、 の活動の

中で している情報は、 時に つように、 ら め しておきまし う。

に る 民の情報が、 い い とこ に している場 は、 場

を記 する 「 マ 」 を し、 等の情報も に

とし で していくのも つの方 です。

こうしたマ は、 （ の） 「 時 も さ い 動」 、 内 くの民
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児協でも してきたと いますが、 らためて ・ する は、 活動の時間

を活用し、 記の も めて、 のことを確認してみまし う。

また、 民児協の中で、 「 マ 」 の を して、 に た

みのことを する場を 、 き と 「民 委員ができること ・ でき いこと」 の

認 を つことが です。 そのう で、 民 委員 と が、 の

等に、 そうした民 委員の を たう で していくようにしまし う。

❹ す

さ の には、町会・ 会等が する が活動していると います。

民 委員は、 記のよう を に、 の に た みに するように

します。

民に、 時 らの （ の ・ 等） 場 等を 知

の ン ーと、 マ の （ での）

上記 を して情報

に、 「 の 」 を 入れる （ 記 （ ） ）

❺
には、 民が らしていることは に れました。 こうした 民に とされ

る す き事 （ 場 までの 動 ・ での アフ ー ・ スト ト ト

・ スペース等） について、 ら い、 るいは が向いてい い 民も いで

し う。 記ページを確認し がら、 認知 の 、 がい 、 、 外 、

に る す き を、 の 活動に 入れていくようにしまし う。

民は、 そうした の が いという けでは ませ 。 そうした が る

と れ 、 よ 設 ができるでし う。 こうした 「 の 」 を す

ることは、 民 委員だ らこそできる 方の つと るでし う。

場 時 場 しそう 等 時に と る

（ ・ 等） が いとこ 各 までの とおよその 時間　等

（ ） 「 き ント」 （ ） 「 時 ・ 「 き」 ク スト」

（ ） 「 認知 のめ す」 （ ） 「 認知 の ント」 （ ） 「

もの 等 き ク ート」 （P ） がい 　 の で す き の ント

（ ） 「 ・ ク ート」 （ ） 「児 に くための ク ー

ト」 （ ） がい ク スト　等
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ご の き 、 し う の き、 の 、 にご活用く

ださい。
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333 章章章

特性別テーマと
民生委員・児童委員活動

本 では、 さ の に る ーマ に を て、それ れの ーマの 、

民 委員としての活動の ント をまとめています。 ーマは、 （ 記 ）

で されています。 また、 ごとに 「まとめワーク ート」 もご用 しています。 会 で、

さ で し う に ご活用ください。

（ P ） 「（ ーマ） の 」　 　 （ P ） 「こ 場 は うする 」　 　 （ P ） 「活動

する上での つの ント」

64 67

民を する （P ）

． 68 79

認知 の を する （P ）　 　 ク ート 　「認知 」 　 のめ す （P ）　 　

ク ート 　「認知 」 の ント （P ）　 　 と らし を する （P ）　 　

ワーク ート 　 まとめワーク ート （P ）

． 子 80 92

て中の を する（P ）　 　 ク ート 　 もの 等「 き」 ク ート（P ）　

　 もた を する （P ）　 　 ワーク ート 　 も まとめワーク ート （P ）

． 108 121

会 協 会と ・ 協 する （P ）　 町会 ・ 会と ・ 協 する （P ）　 　

と ・ 協 する （P ）　 　 ワーク ート 　 の まとめワーク ート （P ）

． い 93 107

がい を する （P ）　 　 知 がい ・ がい を する （P ）　 　

ク ート 　 がい 　 の で す き の ント （P ）　 　 ク ート 　「い

い がい マーク」 （P ）　 　 ワーク ート 　 がい まとめワーク ート （P ）

． 122 139

を する （P ）　 　 ク ート 　 ・ ク ート （P ）　

　 ク ート 　児 に くための ク ート （P ）　 　 ク ート 　 がい

ク スト（P ）　 　 外 を する（P ）　 　 会 を する（P ）　

　 ワーク ート 　 その まとめワーク ート （P ）
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1 す

1

❶
民 委員 には、 その 務として 「 に 民の 場に て に 、

を い 」 と規 されています。 民 委員の が 「 民」 で ることは

ますが、 その は のように れ よいのでし う 。

には、 「 の を めて 務を う」 ことが規 されています。 また、

には、 務の つとして 「 民の 活 を に に しておくこと」

が規 されています。 こうした を ま ると、 民 委員は 「 内の 民」 を

に に 、 を うことが求められていると ます。 そして、 そうした

を うために、 内の 民の 活 を することが 務に られています。

お、 上記は くまで 本 ス ンスです。 民児協、 るいは の民 委員と

協 した みを う場 は、 その の 民を とすることも ます。

❷ 々 い す

には、 を た 民　 （ 、 と らし、 等）

がいが る 、 て中の 、 も、 、 外 、 がい を してい

る 、 と 、 活 、 きこも の 、 L （ マ ） 等 　が

らしています。

民 委員は、 ここに た 民 ての に る けでは ませ が、 にはこれ

だけ 民が らし、 そこにはい い 活ス ル 方が るということを

することが です。

❸ す

民 委員が するのは、 上記 の 民のう 、 等を とする に ますが、

時に ての 民が を とする場 も ます。 規 時 は、 が し、

に が した 、 フ ンが まることも されます。

こうした場 は、 民 が 「 」 に ますが、 さらにその中でも、

がい 、 外 、 の方 は、 よ くの を 、 い 「 で （ るいは

） の 」 と ます。

民 委員は、 、 報等が出されている 「 時」 に活動は いませ 。 そのため、

時 らこうした 民 が と るよう 場 を し、 に くの を とする
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民の ー が もれ いように、 町会 ・ 会、 等にその

を する が されています。

そうした ・ との の場 を活用し、 （ 時

の ） 、 そこでの け入れ （ペ トの け入れ等も ）、 、 出し

等について、 の で だと たことを ていきまし う。

2 す

❶ 生 す

民 委員 には、 民 委員の 務として 「 民の 活 を 」 することが規

されています。 その方 として、 に 記 の方 が られます。 民 委員が 民と

つ がる 「 活動」 、 に る 民 が た 民のこと を間 に

てもらう 「 協力 との会 （会 ）」 「 の会 事 ・ ント

の 」 が ます。 時間に の る時は、 い い 活動に を出して、 の中

にたくさ の 知 を ていくことを がけていきまし う。

等 らの の提供　　　　　　　 　 活動 （ 、 等）

協力 との会 （会 ）

の会 事 ・ ント （町会 ・ 会の会 、 ・ 活動等） の

　（ ） 「（ ） 活動」

❷ す

の 民を するためには、 その のことを知 ておくと と に ます。

のよう 設、 、 等が るの 。 ういう ントが されて

いるの 。 民 では、 ういう ークル、 P が活動しているの 。 民がよく 間

をしているとこ ジ している 、 ごとの いの場 、 のことに

を つようにしまし う。

内に の町会 ・ 会が る場 は、 にこうした に を ると、 民

との会 の に の にも ますので、 を し がら て るようにしまし う。

　（ ） 「（ ） 」

❸
ー ス利用 は、 の 外と るペ トの お 、 の 入れ、

を、 ー ルパーに ことはできませ 。 に らず、 民の中には、

の事情 の 時 によ て、 そうした 事 事を で うことができ

ず、 にも める がい いという場 も ます。

民 委員は、 の る場 は、 を ず 時 を う も ますが、

事 を う は ませ 。 本 には、市町村内で活動する ン ア（会
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員 ・ 利 ） 、 ル ー セン ー、 フ ー ートセン ー を する

ようにしまし う。

また、 が ら い場 専 の が だと れる場 は、

セン ー 協 に するようにしまし う。

3 す

❶
民 と の民 委員に する 方 、 活動 は ます。 また、 こ

れまで民 委員を務めていた が、 のよう 活動を てきた も 民の に して

いることも ます。 には、 民の ごとは でも するよう もいれ 、 く活

動してい いよう もいた もしれませ 。

活動 の ント で会 た時に、 その 民が民 委員の を のように

している も がら すると、 その の き いを ことができるでし う。 また、

民の中には、 情報を知られることに して、 に する もいます。 民の情報

を いで めようとはせずに、 しずつ を いていく中で、 その時 に してくれる

内 を い めていきまし う。

❷ い い

民 委員は、 の専 では ませ 。 民 らの み ていることに して、

たくさ ら いことが るでし う。 その場で 民が よう ができ くても、

こに してよい ら くても、 に に は ませ 。

そうした時はまず、 民の をよく いた 、 その内 （ み ごと） を し がら

確認します。 そして、 す に でき い を たう で、 い た その場を にして、

協、 民児協の 、 委員 に して ら するようにしまし う。

また、 でき いことを、 「民 委員としてはできませ 」 と ることも です。 民 委

員は、 でも では ませ 。 の いもできませ 。 「 は してくれたよ」

と れたとしても、 できること、 でき いことをき と ることが、 民の した

活の につ がると るようにしまし う。

この時、 を けたいのは、 「でき い」 ことを するのでは く、 と る を

提 できるように、 ー ス の 覧 を しておくとよいでし う。

❸ い

と には、 た に た 「向こう 」 とい た も、 では ま ら

れ く ました。 に、 市 では、 の 入れ ー

の向上 の も 、 に のよう が でいるの ら い場 も く

ませ 。 民 委員は、 そのことを 提に活動する が ます。
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の 民に協力をお いする場 は、 との にも を

う が ます。 また、 委 を けた民 委員とは 、 民の協力は くまでも

によるものです。 いは け けれ ませ 。

活動で た時は、 セン ー、 協等の専 に を報 し

の について しまし う。 そのう で、 できる での活動を がけてください。

❹ い

民の中には、 活動に の る は らずいます。 内 「 会 に

する 」 （ ） によると、 会のために たい という が

いました。 い い に が るようです。 もし、 、 民 委員 その活

動についてそれ 知ら い、 るいは が いとしても、 き と をすれ 、 き

・協力 と てくれる 民はたくさ います。

まず、 に めている 、 ・ 局等の 事 、 協

事 等の に る が られます。 ン ア活動等の 活動に

る も てはまるでし う。 さらに、 事 ン ア活動に 事してい くても、

と 民の を いている 、 に うとも く と き場 、 、

等を している 、 い い 事に し知 いの い も と る もし

れませ 。 でい 、 いつも でいる 、 よく をしている 、 が け

いつも会 の中 にいる 、 は の ともい ます。

のい い ントに を出す中で、 の 協力 と てくれそう 民

の つけていくことも、 民 委員として みの つです。 民との出会いを しみ

がら、 き ・協力 を つけていきまし う。

❺ い す

「 」 とは、 もが まれ がらに ている、 その がその らしく きていくための

の 利のことです。

本 では、 、 、 会 、 によ て され いとする

の の 等、 の 、 の 、 の 、 、 を ける 利、

の 利 、 くの の を 「 本 」 として しています。 さらに、 民

委員 にも の規 が設けられています。

ーマとしては、 ・ がい・ ・ も・外 ・ ・ア ・

H 等・ ・ ン ー ト上・ ー ス・ 認 （ ）・

を た出 等が られます。

と くと、 うしても しく てしまいが ですが、 民が らの でその らし

く して らすことができるよう、 その 活 を する。 よ も 活し すい

のお いをする。 そ を い る をも て することが、 「 を し

た み」 につ が ています。 民 委員は、 そうした いを ていくことも がけてい

きまし う。
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2 す

．

1

❶
認知 は、 がい が で の認知 が し、 活に が る

をいいます。 「 年 」 によると、 （ ） 年には、

約 （ の約 に ） が認知 に ると されてお 、 認知 の に す

る はますます に ています。

認知 には、 もの れを とする 「アル マー 認知 」 （認知 に する

） の 、 がまだらに れる 「 管 認知 」 （ ）、 の

が れる 「 ー 認知 」 （ ）、 情の ント ールが く た

が出 く た する 「 認知 」 （ ） が ます。

の を とする の認知 は が ですが、 上記に た 認知 は

のとこ が ませ 。 そのため、 認知 の が で に ごすた

めには、 その が認知 で ることを、 の が めに し、 に する が

ます。

❷
、 「 の を い出せ い」 というのは認知 では く、 によるもの

れです。 に 活に することは ませ 。 方、 認知 によるもの れは、

事 用事 が ら く る 、 活 との 等に が てきます。

❸
で認知 を した場 、 「 年 認知 」 とされます。 本

が （ ） 年 （ ） 年 に した 年 認知 に する （ ）

によると、 で約 いると されています。

年 認知 の場 は、 き の で するため、 の 活にも き が

るという が ます。 認知 の によ 事を することが しく に

に てしまいます。 こうした 年 認知 の が、 まだまだ でい いことも

と ています。

出 本 （ ） 「 が の 年 認知 の と 」。 年 認知

は た と されている。
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2 す

❶ い

まずは、 「 セン ー」 に するようにしまし う。 セン ーは、

に る に 、 認知 セン ー の専 に する情報提供

もしてくれます。 もし、 と が してい い場 は、 の の に る

セン ーに することに ます。

お、 に つけ がいる場 は、 認知 の専 で くても、 本 のこれまでの

を ま て、 の専 を してもら るでし う。

❷
に、 認知 の が に れて く 、 その が 会 ら を 求

されるという が ました。 この時、 は 「（ 認知 の のために） できるだけの

ことをしていた」 ことで を れましたが、 「認知 だ ら された」 けでは

ませ でした。

そこで 年では、 方 時の 、 の を した ケ をさせた場 等

のト ルに た も 、 を している も ます。

❸ 々 い

まずは、 に 「 お 」 とい た （ ） を ること 、 に

を いようにする の が られますが、 それだけで ことは しいでし う。

そこで、 認知 の が だ 約 を ら すことができる 「 年 」 の

利用が られます。 年 は、 しく られが ですが、 市町村

セン ー、 協等で利用のための にの てくれますので、 こうした を しまし

う。

❹街 い い

「 に い をしている」、 「（ のに） ス パ ン ル き」、 「 そうに

している」 、 認知 と れる がいた場 は、 いき を だ 、 き

を出すよう ことは けまし う。 その の に入る で向き て ら、 しく 「

は いお です 」 ・ 「 く いです 」 ・ 「 お しです 」 とい た を け がら

を します。

認知 の の場 は、 に が れていることが いので、 それらが れ

しまし う。 もし、 そうした が い場 は 報し、 事 のためにも

が るまで にいるようにしまし う。

❺ 子

活動 ン活動 で、 にお会いする 民の が 「 れ、 だ
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がお しい 」 と ることが る もしれませ 。 は めは、 事 も、 まして も

認知 に する知 が いケースが いでし う。

認知 に すること （認知 で る 認知 の その ） を 事 に

ることは、 本 の 等も し がら、 「 めに 知をするの 」、 「 に ついてしま

うので 知をし いの 」、 で に する が ます。

が に る場 は、 本 だけでは く、 の の も に てきます。

本 に 知する に、 け入れる の が認知 に する しい知 を してい

いと、 をすることもできませ 。 また、 その の事情 （本 が と ら

し等） も るでし う。

民 委員は、 上記のよう を ま たう で、 そうした を けたら、 のように

ていけ よいの 、 セン ーに してみまし う。

3 す

❶
認知 の と する は、 い 動は として、 事 の 動を せず、 でき

るだけ を していくことが です。 認知 の は、 本 ら、 いものを 「 る」、 い

い を 「いる」 と うことが ます。 して をついている けでは いので、 そうした

を ま て、 その の 動を け める で向き うようにしまし う。

❷ い

認知 の が、 ー ス を利用し めた場 でも、 「 とは専 に せよう」 と

ら いようしまし う。 専 が ら い時間 も ますし、 認知 の その が

み ごとを、 専 外の に したい ・ いて しいということも るで

し う。 る 方 の 方は、 専 と し がら、 を できるよう

に することが です。

❸ 大

認知 の を ることはも ですが、 その にいる との く も です。

をしている は、 としての み が るでし う。 また、 セン

ー の専 も、 等 の を としている場 も るでし う。 、 を

せる 会の い 民も、 と た きが る もしれませ 。

そうした の た とのつ が は、 民 委員だ らこそできる く と るで

し う。
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❹
認知 の を する は、 の い 、 らではの みを ていま

す。 そうした の の き としては、 の は です。 民 委員は、 こ

うした 認知 ー ー等と して、 の に れるとよ

いでし う。

また、 「認知 の と の会」 では、 認知 に する み ごとを

できる 、 の情報 の場で る 「 の会のつ い」 の活動をし

ています。 認知 に する み ごとは、 記まで してみまし う。

❺
認知 の を す活動は、 民と く ることの い民 委員 らではの活動と

い ます。 民児協として、「認知 ー ー 」 「 ン・ ト 」

（ 認知 ー ー の ） を してみるのもよいでし う。また、町会・

会でこうした の を提 してみた 、 認知 に する ーフ トを する

のも でし う。

　 （ ） 認知 の と の会

ュ の らは、 局 しの 「 」

・ ・ ・

（ 約 ）

時間

URL

す
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20 す

１． い

た のに、 の の を れる

ことを も う ・ う ・ する

しまい れ ・ き れが 、 いつも し をしている

・ ・ を まれたと、 を う

．

・ け ・ ・ スが く た

しいことが られ い

のつ つまが い

の内 が でき く た

． い

約 の 時 場 を間 るように た

れた でも うことが る

． 柄

ささい ことで く た

の いが く に た

の を のせいにする

「このご がお しい」 と ら れた

． い

と に ると が た しが た する

外出時、 を も確 める

「 が に た」 と本 が る

．

を ずに、 だし みを く た

き に を さ く た

さ こ で をするのも が がる

（出 ） （ ） 認知 の と の会 「 がつく た 認知 のめ す」。 本会 。

（ ページ） ・ P ・ P ・
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１． い

せ い　 　 がせ い　 　 を つけ い

．

認知 と れる に出会 たら、 さ く を ます。 き た

ジ ジ とみるのは です。

す

こ らが を ていると、 にもそれが 動 させてしまいま

す。 で まし う。

で と を お すいので、 できるだけ で を けま

し う。

い

の で の に入 たとこ で を けまし う。 けは

です。

の場 、 が こ にくいことも るので、 く は き とした

を がけ、 ・ は けまし う。

す

認知 の は がされること 、 時に の いに ることが です。

の を く き、 を たいの ら ・確認しまし う。

（ ・ 用 ） の を に本会 。 町 会 協 会 「 活動の き」 等

（ ページ） ・ P ・ P ・



74

ーマと民 委員 ・児 委員活動

第
２
章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

3 す

1

❶
年、 の の 、 もを た い の 、 の の

等、 で と らしの が ています。 年の によると、

のう 、 と らし は 。 これは、 の約 に

た ます。 この は、 も ていくことが されています。

と に、 と らし とい ても、 に もが に ている 、 が

くい い 、 もがいても 年も会 てい い です。 また、 に と

会い、 民とも の もいれ 、 その の もいます。 事をしていれ 、

会との を つことはできますが、 そうで けれ 、 して 間 を した 、 た

を していこうとし い 、 に 会との が く てしまいます。

と らしは、 ら る で です。 に を ずに ごすことができます。 会

に出た もが、 を して せようと を けても、 「 の方が だし ら

もいる」 という ら、 ら で と らしを する もいます。

このように、 と らし の事情は ですが、 と らしの場 、 て のよ

う スクを つ が ます。

このように、 と らし には スクが ます。 民 委員が する と

しては、 活 を確認することが られますが、 もう つ、 る く く 「

を つける （ く）」 という も ます。

は されていた に、 が ら ていた 、 だし みが にだらし

く ていた すれ 、 認知 が している が ます。 とは い の

が でいれ 、 されて 入しているの もしれませ 。

会 らの

アパート しが

ケ の が れ、 は も る

認知 だと ら れにくい

時の

と る
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民 委員は、 を して、 めにその の の 活 の に き、

につ る が されています。

2 す

❶ い

大 す

と らし は、 、 認知 の ら入 を されること

が ます。 このよう 場 、 市町村 には、 「 セーフ ト 」 （ ） という入

を ま い の が ます。 その 、 各 には、 こうした の入 を

する 確 も ます。

方、 さ らすると、 と らし にアパートを すことに を るこ

とが ます。 アパートで と らしの が く た場 、 が き るまで （ま

たは がい いことが確 するまで） の中のものは、 でも に できませ 。

約時の が し い場 も 、 さ はそのことを します。 そのため、 で

は 「 の 等に する ル 約 」 を 、 時の を め 約し

ておくことを しています。

と らし さ らこうした を けた場 は、市町村 の （

） に い せてみまし う。

❷
こうした を けた場 、 とつに 「 事務委 約」 という方 が ます。 これは、

本 が く た に う き （ の提出 ・ ・ 各 等） について、 の

に う を に する 約です。

の委 約では、 委 が するとその 約は しますが、 事務委 約は

とされています。 委 は、 等の でも、 に る でも いま

せ 。 民 委員は、 の事 は せず、 このよう 方で できる が る

を したう で、 セン ー に するようにしまし う。

❸ 生 い

と らし れて らす ら、 （ 活動） を まれた場

は、（ の を た場 は） できる 協力するようにしまし う。 ただし、その 、

では、 年 ら、 、 て 、 がい 等の 確 の入 を

ま い の 「 セーフ ト 」 を 。 する民間の き ・ き を

確 の として確 する 方、 の 等の を う。
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（ おき ・ ・ 等） 、 その方 （ ・ 間 ） と せて、 民 委員だけ

による には が るため、 の協力 （ に て、 民に協力を求めて

もよい ） 等についても、 事 に確認しておきまし う。

お、 セン ー ら を けた場 には、 の の を民 委

員として求められているの を確認したう で協力していきまし う。

方、 民 委員が 「（ 活 ・ が と だ ら） をしたい」 と

た時は、 き と を けている 民の場 はその を てみるとよいで

し う。 そうで い場 は、 、 会 の中で に た事 （ ー ス） と

させて、 「 、 ー スのパンフ トお してもいいです 」 というよ

うに、 さ く と方向 ける方 も ます。 この場 、 事 が

られること の 、 てもらうこと の し さ等を させ いように、

にさ く すように がけまし う。

3 す

❶ い

ずしも、 「 と らし 」 では ませ 。 まずは、 に らす

民として、 とした会 のできる を てるように めまし う。 もし、 そうした会

の中で、 との を しているようで れ 、 年 に た ークル等を

してもよいですし、 を としていれ 民 委員による も提 できます。 その

民に た 方をしていきまし う。

❷
と らし は、 各 ー ス 活動等の に ますが、 た ら

しの場 、そうした の の ら外れてしまうことが ます。 、 の ら （場

によ ては 方） が認知 の場 、 中 らしの場 も、 等の

を とします。

くの 民と る中で、 は を としてい くても、 し の 、 のよう

が に る を しておくことも です。 また、 しでも 方 方に

たら、 セン ー に してみまし う。

❸
のき けが いと しにくい時も ます。 そうした場 は、 民児協 が

する情報 等を けることをき けにすると し すく ます。 中も、

お けした 報 の 内 を が に、 をう が た の情報を 知することも

できます。 こうしたお けできる お については、 会 の場で に
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ておくようにしまし う。

❹
管 が 場 には、 民 委員は らずに、 協が ている 「 活

事 」 の利用を めまし う。 その 、 事 い 、 、 活に

る についても、 事 ー ス等を している の を するようにしまし

う。

❺ い

活動 の中で、 と らし ら入 時 アパート入 の 等を まれる

ことが る もしれませ 。 こうした には、 民 委員としてはでき い を、 き と

ます。 うしても にお いできる がい いと れた場 は、 セン ー

協 に するようにしまし う。
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．

１． 市町村 取 み

、 市町村 協 で でいる、 「 」 に る

の みについて てみまし う。

．

会 の場を活用し、 市町村 ・ 協の に、 の を いてみま

し う。
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．

民児協として、 また民 委員として、 のよう 活動ができるの てみま

し う。

また、（ ）「（ ） 」の も に、「 た の に

た」 活動を ていきまし う。

生

民児協として、「 」 で できる と をととの ておきまし う。

　 セン ー さ
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4 子 す

． 子

1 子

❶ 子

もの には、 の が せませ 。 て中の が ともに していると、

もに向き う が く 、 もの の にも を ます。 も の

は、 て中の の でも るのです。

ら 「 もは 会の 」 と れてい がら、 てはも ら 「 の 」 とされ

ていました。 そのため、 てに る ー スは、 本 に が てでき い場

に するというものでしたが、 では 方 をは めとして、 会 が て

に を 、 するという 方に てきました。

年 に した 「 も ・ て 」 では、 「 も ・ て は、

その の が てについての を するという 本 認 の に、 、

、 、 その の 会の ら る における ての 員が、 各 の を た

すとともに、 に協力して れ けれ ら い。」 ） と規 し、 の とともに、

会の ら る における を 確にしています。

よ も、 てが 「 て」 と ら いように、 会 で て中の を ていくと

いう認 を つ が ます。

❷子

て中の は、 「 （ るいは ） が にの てくれ い」・「 に外出でき い」・「

と会うことができ い」 ・ 「 児方 等を できる がい い」 ・ 「 みを せる

がい い」 ・ 「 会 が く た」 等の で、 スト スを く る

と れています。

また、 は てに する情報 ー スの利用等にも、 ン ー トが活用

されています。 とても くの つ情報が る 方で、 そこに れている 「 」 ら、

が が しでもはずれていると、 は に ます。 その 方で、 て中の で

に できる は、 てに する情報 み を できる 利 ール

としても活用されています。

❸
「 年 と 等 報 」 によると、 （ ）

年時 の は 、 が と されています。
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と と た の は、 ・ ともに 「 」 と ています （

、 ）。 また、 の は 「 の 」 が 、

は 「 」 が と ています。

年、 と の と ているのは、 ・ 入 です。 によると、

年時 における と の は、 の です。 の 内 は、 「 規

の 員・ 員」 が 、 いで 「パート・アル ト等」 が と ています。 また、

では 「 規の 員・ 員」 が 、 いで 「 」 が と ています。

方、 してい い （できてい い） は （ ）、 は

（ ） と ています。 は に て、 が 規 パー

ト等が く、 入 会 の で き が ることも ています。

と の は、 その で 活する もの の 、 に き

を ます。 、 こうした の には、 （ ・ ・ ・

・ 等） に て、 では する場を ること 、 い 事を提供する 「

（こ も） 」 の が されています。

総

（ ） （ ）

（ ） （ ）

「 の 入」 は、 の 入を めた 員の 入。 の は 、

は 。 「 の 入」 は、 の 、 の の 入。 「 入」 は、 活

児 、 、 らの 、 等を た ての 入の 。

❹子

の （ ） によると、 本の の もの は 、

約 に の もが すると れています。 また、 と の は

と てお 、 およそ の の もた が に ることを しています。 ま

た、 の （ ） によると、 等の によ を けている ・

中 は約 いると れています。

この が にくいのは、 で る に が いこと 、 そもそも を知ら

いこと、 の が る場 も の を にして を求め いこと が られ

ています。 こうい た の もた は、 を に、 事 、 、 、

等の 会に まれずに、 で 利 に れているため、 も ら

け出せ い 向が ると れています。 また、 らも する 向に ます。

「 年 民 活 」 による （ ） 年時 の 。 「 」 とは、

その の 活 と して した 。 「 」 は、 活す てにおいて で、

しい いをしている 。

「 年 」 による （ ） 年 時 の 。
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❺ ケ

のとこ 、 上の は ませ が、 本ケア ー によると、 「 にケアを

する がいる場 に、 が うよう ケア を き け、 事 の 、 、

情 の ート を ている、 の ものこと。」 とされています。

が、 （ ） 年に した では、 のとお の

もが の をしてお 、 につき の ン ケア ーが している が

ることが ました。 は、 の 間に もれていましたが、 は 会 が ま

、 その の 方は にと て き に ています。

い

い

す

多い

年

中 年

年

年 　　

「 もの 」 「 ン ケア ー」 は、 その認知 の さ の しさ等も 、

も の が くことは できませ 。 そうした の を る

、 その 方 等を しても の にはつ が ませ 。

を めとする ・ の専 が と て ることに ますが、 民 委員と

しては、 そうした で る う に らず、 て の もた と、 の

ン の場で、 けを う 、 らの を け

ていきまし う。 そうした を けていく中で、 と う の に が くことも

るでし う。 民 委員には、 もと に せる を ること 、 その で もの

の 「 き」 の を されています。

「 ン ケア ー」 は、 ケアする の 「 も」 に を てた です。 そのため、 本 で れ 、 「

もた を する」 に しますが、 の という ら、本 ーマに しています。

2 す

❶
「こ に は 事 （ 児 事 ）」 は、 までの

児のいるす ての を 等が し、 てに する情報提供 （ に て）

の て ー スにつ る みです。
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また、 「 児 」 は、 、 、 で されてお 、 ・

等の の 、 その年 に た てに する情報提供等が れています。

事 とも、 て中の と会 する 会を 、 の て もの 、

み を く場にも ています。 内の て中の と を つ い 会に

るので、 できるだけ するようにしまし う。

❷ 子 い 子 い

の て 事 の として、市 町村ごとに 「 て セン ー」

が設 されています。 ここでは、 に ら の もの を に、 て

の 、 て中の も の の場の提供、 てに する 会の 、

てに する情報提供 を ています。 に、 設 の きスペース、

児 の が活用されてお 、 年 時 で、 上に設 されてい

ます （ ）。

その 、 「 て セン ー」 外にも、 の 民 児 で されている

ン等の 場 を できるようにしておきまし う。

❸ 子 い

が 時 に もの を られ い時に、 るいは、 時間 で もを

けることができる ー スとして、 時 （ ） が ます。

に、 認 認 こ も 、 認 外 、 の て セン ー で

れていますが、 市町村によ て設 場 年 、 る時間、 も るため、

まずは市町村 の も に い せてみまし う。

❹ 子 い い

このよう 場 は、 くの市町村が ている 「 事 」 を しまし う。 こ

の事 は、 児スト ス うつ等によ て てに して 等を いた 、

ら 児 が を し、 児 事の 、 等による 、

を ています。

としては、 の に する 児 事等の の 、 が

・ に 、 児 児等の 、 年の を しています。

（出 ） P て 協 会 「 て の い が の を す

セス と の に する 」 （ 年 も ・ て 事 ）。
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3 す

❶
児 の専 は、 き とした てをしてもらうために、 時には てのアド

ス を る が ます。 そのため、 する と を ける に けられ

てしまうので、 に せる では い場 が ます。

方の民 委員は、 する 場では ませ 。 てに する ン 事 ・ ント

を して、 に らす 民で ること 、 児 委員という ン アで ること

を がら、 て中の が る み、 に を ける を けまし

う。 そうした を いてくれる が にいるという認 を てもらうだけでも、

た時の につ が ていきます。

❷子 い い い

たと 、 もとの 方が だと ても、 て中の は らず 力をして

います。 は めは もが て です。 て中の の に を け、 「できていること

し」 をしてみてください。 い で い がら、 「 める ・ 認める ・ らう」

ことを がけまし う。

　（ ） 「（ ） 活動　 で がけること 」

❸ す い

と に、 てと ても、 内の 活 等によ て、 その 方も

ます。 て中の との会 の中で、 の ものことを しても、 み

等の にはつ が ませ 。 まずは、 その もの 方を し がら、

に を けるようにしまし う。

❹ 子 い

ての が る は、 つい の て と してしまいが ですが、 その時と

では 会 も も ます。 の を に ることは めまし う。

それとは に、 て中の ら、 の て事情 しているもの を く

を つようにすると、 を けるのに つでし う。

❺ い

（ だと れる） てをしている の中には、 をせずに ト

マ等を ている場 が ます。 そうした のことを きしたら、 市町村の て

に してみまし う。
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子

この ク ートは、 年 に が もの の として し

た 「 もの きの ク ート 」 を にしています。

もの だけでは く、 ン ケア ー にも する にも ています

ので、 「 向」 を し がら活動に 、 する も がいたら、

の て 協 の専 に するようにしまし う。

１ 子 子

No

服
装

が では い。 でいる。 が て い。

外れ をしている。

（ 児） お つを る が に く、 おし が れている。

が ず れることが る。

身
体

が てい い。 が れている。 等の いが に る。

（ み等） けに の 動が きい。 ケ が る。

（ 児） が い。

持
ち
物

の が い、 れ が い。

（ 児） が れてい い。

が れている。

（ 児） 事用の ・ ル ンが い。

（ 中 ） に が い。 の 用を められている。

（ 中 ） の が い、 または利用でき い。

病
気
・
体
調

よ 。 が を けている。

が いのに、 が く い。

ケ 、 し で の が だと れるが してい い。

を けてい い。

（ 児） で た 、 中に が い。

態
度
・
表
情
・
行
動

ーとしてお 、 力。 が い。 求 求を く出さ いで める。

うでも いという の が られる。

（ 中 ） の 、 について でいる。

きが く、 に し ・ 力 動をする。

上に に る。

児の の が い。

（ 児） ず に ず ず く。
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態
度
・
表
情
・
行
動

・ の時間が 。

に たがら い、 の をしたがら い。

（ 中 ） ができてい い。

事 の をし い。

の に入ることが く、 ク い事等に できてい い。

間、 外で ま しそこ ら （ ） している。

くまで、 もだけで の外で でいる。

ン 等に、 また 中 に児 等に 時間いる。

食
事

お を せ、「 を てい い」・「 に ても るものが い」 と う。

を て を もお をする。

が 場 、 し い、 または する。

（ 児） お つを 、 せずに る。 児の 等を しがる。

こ れているものも ようとする。

事の ンスが ている。

（ 中 ） みに を ず している。

子

No

服
装

もの には だが、 の には、 をつ ている。

が では い。 を に けている。

事に てい い をしている。

保
育
所
・小
学
校

等
や
り
と
り

（ 児 ・ ） を い。

を ることが で る。 （ に出 い。 場 が ら い。）

の を がる。

ュ ケー ンに が る。

子
ど
も
へ
の
態
度

もの に で で る。

も のしつけが しす る、 または も の いが い。

（ 児 ・ ） もを いたまま外出する。

（ 児 ・ ） に もと出 けることが い。

（ 児） ルク の 方を知ら い。

日
常
生
活
等

児 事が そうで る。

が 時間 いてお 、 活 が れている。

、 間、 との が く している。 ュ に入れ

てい い。

ク ートは、 「 児 」 と 「 中 」 の ますが、 本 ンド クでは つに

まとめています。 また、本 では、 ク ートの のう 、「 向」 と 「 」 のみを 。

（ ページ） ・ ・ ・
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5 子 す

1 子

❶子

児 では、 「 て児 は、 児 の 利に する 約の にのつと 、 に さ

れること、 その 活を されること、 され、 されること、 その の

にその が られることその の を等しく される 利を する。」 （

） と めています。

この児 の に出てくる 「児 の 利に する 約」 （ 年の 会で ）

の は、 「 約 は、 の を する 力の る児 がその児 に を

すす ての事 について に の を する 利を確 する。 この場 において、

児 の は、その児 の年 に て に されるものとする。」 （ ）

と め、 もの 利を 確にしたことです。

これまで、 た は もを の と てきました。 も 、 することは で

すが、 これを する ま 、 が 「これがいいはずだ」 とお てをしてしまい、 も

の に ま を けてきませ でした。 これ らは、 の 利を つという 「

も 」 を 、 もた と向き ていくことが です。

❷子

も ・ て では、 「 に する の の までの間に る 」

を 「 も」 と しています。 また、 児 児 では、 もという

は ずに、 「 に た い 」 を 「児 」 と しています。

会 の中で、 もと児 を に い ける は ませ が、 に く ー

ス を利用する場 は、 によ て 用の が まることも るため、 い けをす

る が ます。

ア 児 出 を し い 児

児 に た い

児
の に するま

での

児 （ 年） に するまでの
児

児
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子 い

生 生 18 18 30

も　

年

上記は 「 も ・ ジ ン」 での い け。 によ が ることも る。

2 す

❶ 子

の も を するためには、 事 の をは め、 で れている

記のよう みを して、 も と 知 に ていくことが です。

これらの事 の に た ては、 民児協が で う場 、 ・ 協 ・ ・

の と協 で う場 、 に で れている活動に民 委員が する

場 、 が られます。 も にと ても、 い い 出会い

の場が ることで、 くの が ます。

民 委員としては、 これらの事 を して、 の も と 知 に ていれ 、

とした会 の中で、 だ の ごと を してくれることも るでし う。

❷子 す

も に する会 には、 する 会が れ 、 できるだけ するようにしま

し う。

、 市町村に設 が 務 けられている 「 児 協 会 （ 「 協」

という。）」 は、 を けている もをは めとする 児 の

のために が ま 、 情報 の 方を し ・ 協力して する方 を協

の 時の 　 　 こ も （ ） 　 　

の 場 　 　 も の ントの

みの ジ の協力 、 または の

児 を活用した 本の み せ 会　等
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します。 この 協の には、 務も せられています。

民 委員は、 ず出 を求められる けでは ませ が、 事 に する情報提供 、

の が される場 に出 を求められることが ます。 とつ が

る 会にも るので、 出 するようにしまし う。

の場 は、 活動 の 事 ・ ント を して、 その の情報を す

る 会も ますし、 と に入 てくることも いと いますが、 もに する情報は

こ ら ら に に め いと、 しい が ます。 市町村 で、

て に る （市町村で委 する） てに する 員、 員、

ン ア等との ・ の場を して、 の も のことを知る 会を てい

きまし う。

また、 市町村の中でも、 もに する会 事 ・ ント はい い と ると い

ますが、 の委員に ること く、 をし がら していくようにしまし う。

❸子

もた が、 で ・ して らすことができる は、 ・ の専

だけでは く、 民 らが に ていく が ます。

も、 では、 民児協 協、 町会 ・ 会をは めとする が、 上記

に た みを め、 もた の 場 く （ ン の場、こ も 等） 、

・ に る み （ の ・ ・ パト ール ・ の

の 等） の活動を協力し がら しています。

も と出会 た時に、 「おはよう」 ・ 「い てら し い」 ・ 「 に を けて 」 とい

た けをするだけでも、 もた が で して らすことができる

く につ が ます。

民 委員には、 の 民 と が、 よ も の し、 の もた に を

向けるき け く をしていくことも されています。 民の を し、 「

で もを る」 ことにつ ていきまし う。

3 す

❶子

民 委員は、 とは 、 年 こそ上ですが、 る ・ るとい た上

は ませ 。 いつも で をしてくれる のお さ ・ お さ という、 い ー

ー ス （ の い） の です。 こうした を活 し、 とした会

を して、 よ に に せる、 もにと ての 「 おと 」 に まし う。

お、 民児 が、 年 に した 「児 委員 設 年　 児 委員

活動 方 」 では、 の児 委員活動の として、 「 もた の
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おと に 、 の て と る」 ことが されています。

❷ す 子

会 をしている時に、上 ら されると、 もは を てしまいます。

し が して、 もと の さで すようにしまし う。

❸子 大

もの 利を るためには、 できるだけ もの を き、 ら に いこと

でき いことは として、 その内 を する が ます。 の を ず、

「 」 の を がけるようにしまし う。

　（ ） 「（ ） 活動　 で がけること 」

❹ い

もは、 のことが きです。 に、 その が ク クしていても、 に する外

らの ・ に しては い 情を た いでし う。 たと 、 に が ると たと

しても、 もの が れていく が ますので、 にそうした ・ はし い

ようにしまし う。

❺子

、 は、 したらその は く ますが、 に でいる

民 委員とは を せる 会が ます。 で出会 た時 は、 「 には ている

がいるよ」 という をも て、 こ ら ら で をした を けるようにしまし

う。 での の中で、 も の に が くことも るでし う。
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． 子

１． 市町村 取 み

、 市町村 協 で でいる、 「 も 」 に る の

みについて てみまし う。

．

会 の場を活用し、 市町村 ・ 協の に、 の を いてみま

し う。
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．

民児協として、 また民 委員として、 のよう 活動ができるの てみま

し う。

また、（ ）「（ ） 」の も に、「 た の に

た」 活動を ていきまし う。

子 生

民児協として、「 も 」 で できる と をととの ておきまし う。

も ・ て も さ
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6 神 い す

． い

1 神 い

がい とは、 ら の によ て の きに が こ 、 その 、 活に

力に を けている のことをいいます。 このよう を する に 「

に する 」 が ますが、 その では、 の の

を する を 「 」 と しています。

用 による 中 はその

知 その の

年の の によると、 内 は の です。 このように、

を した だけでも約 いること ら、 はも と いと れます。 「

がい」 は、 して の だけに こる がいでは ませ 。

神 す 29

（ 情） （ うつ を ）

、

、 スト ス

認知 （アル マー ）

その の 動の

て

認知 （ 管 ）

用 用による 動の （ ）

（ ） 中に 入が るため は し い場 が る。

（ ） アル ール のこと。
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2 す

の の 、 がい の は入 しています。 ここでは、 入 では く、

で らす がい について ていきたいと います。

❶ す い

民 ら、 「 た （お し ） 動 動をする 民がいる」 とい た 情報

提供が た場 、 の で し いようにしまし う。

その情報提供 外の 民、 、 町会 ・ 会の 員等の 協力 ら、 事

の の を くことができる もしれませ が、 この では、 事 が がい

の う 、 またすでに専 の を けている う も ませ 。 まずは、

市町村 の がい 、 等の専 に するように

しまし う。

がい その は、 の よ も くの み ごと、 活 での を

ています。 民 委員は では ませ 。 民児協での 会等を して、

の に る その に する を めていくことが です。

❷ す

うつ は、 の の 、 き の いスト スがき

けで し、 事にも る が きず に た い に れる の

と、 の だるさ、 の が出 します。

の は、 する を す ら、 「 て」 と を けてしまいが

ですが、 これは に てしまいます。 うつ の （ るいは、 その が る ）

と する時は、 を 、 まずは に を き、 「それはつらいです 」 ・ 「 く め

るといいです 」 、 その に う を け、 「 にできることが れ てくだ

さい」 というように、 は たのことを に けています という セージを ること

が です。

❸ す

では、 （ ） 、 （ 情 の ）、

認知 （記 力、 力、 力、 中力等の ） が れます。

し が を ている場 、 それを した 、 にその内 についてさらに

の を求めた してはいけませ 。 こ ら は、（ に ・ だとしても）本 が

ていることをそのまま認めたう で、 の に た する して、 の中

に れ いようにすることが です。

． い 97
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7 い い す

1 い い

❶ い

知 がいは、 「知 の が （おお まで） に ら れ、 活に

が ているため、 ら の の を とする に るもの」 を います。

も時 ら れる がいのことを すこと ら、 に認知 で知 の がい

が れたとしても知 がい とは ことは ませ 。

知 がいとは、 知 がおお が に ますが、 知 がい の

には「 活に が ているために、 ら の の を とする に るもの」

と ること ら、 知 が で ても、 活に が く も

い は知 がい と ことは ませ 。

❷ い

では、 がい を、 「 に る 上の が る 上の

で て （中 ） の を けたもの」 と しています。

ここでいう に る 上の には、 、 、 は

の 、 の がい に 、 内 の として、

は の の 、 うこう は の の 、 の の 、

ト ルスによる の の 、 の の とい た の

が 、 によ てはこれらの がいが している もいます。

これらの がいが 間 上 することが、 の （ 知事、

市 ・ 中 市の市 が ） の に てお 、 この の を けた が

ということに ます。 の の内 は、 の です。

み

総

HP。 年 。 には の を 。
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2 す

❶ い す

知 がい に する で ことは、 「知 がい も ら い、 記 ができ

い」 とい た た めつけをし いことです。 、 を けた知 が

い は、 その を し くの で活 しています。

方で、知 がい と ュ ケー ンを る時には、いくつ す き が ます。

知 がい は、 その時、 の に ているものを中 に します。 そのため、

ルール、 約 とい た に いものを することは です。

そこで 、 の 方を する場 は、 の を せて、 その の

とこ を で し がら する 、 できるだけそのものが に るようにすること

が です。

また、 記 したことを めておくことが しいという も ます。 「 事の に を

て、 事を たら を く」 というように、 いくつ の動 をまとめて ると するこ

とが しいので、 つ とつ るようにします。

❷ い い い す

で、 スを 用している場 は、 こ ら がし が 等によ の さを

せる が ます。 たまま すと、 に を てしまいます。 また、

が き にくい場 は ままにせず、 き す してき と内 を確認するこ

とで、 き いを ようにしまし う。

がい との会 では、 「ここ」 ・ 「そこ」 ・ 「 の う」 等の では く、 でき

るだけ に る が ます。 、 の上 ら、 「 の セン らい に 」・

「 時の に」 （「ク ク ジ ン」 という時 の の を にした 方 ） 等、

に る が ます。 また、 し ける時は、 に し けている るように

ら を けるようにします。 の を知 ている場 は、 「 さ 」 と 、 本

は に し けられていることが ます。

がい の場 は、 ュ ケー ンの方 がい い と ますが、 本

にはその の することに せます。 を うことができ けれ 、

、 で うことに ます。 （ ） 「 がい の で す

き の ント」 も せて確認しまし う。



97

ーマと民 委員 ・児 委員活動

第
１
章

第
２
章

第
３
章

3 す

． 神 い ． い

❶ い

がい は、 の た によ て、 これまで ず の に てきまし

た。 よ も がい その に する しい知 を つことが です。

また、 に する は、 がい だ らとい て、 に る は ませ が、

がいに て す きこと は、 ら め しておく が ます。

❷
がい を するには、 をすることがとても です。 民児協の 会

会 の場で、 がい 本 をしている 、 事 等 ら、 その

の 活の について を く 会を設けると、 よ がい の を めることができ

るでし う。

❸
まず、 民 委員として がいに する を めたら、 は 民 を る き け

をしていきまし う。 事 の 事 ・ ント を して、 民と、 がい 本 そ

の が れ う 会を すこと 、 町会 ・ 会の会 等で がい が ていること

に求める 内 を ていきまし う。

❹
がい は、 に と れるまでに時間が ます。 いき し は らず、

に を がら時間を けて を くようにしまし う。 また、 がい との

を するためには、 その のこれまでの 活 その中で てきたこと、 み等を知ること

も です。 よ 、 がいの に て 方も ますので、 （ ） 「 がい 　

の で す き の ント」 も確認しまし う。

❺ い い い

がいには、 、 、 等の内 も ます。 外 らは

ませ が、 活に が 、 の の を としている場 が ます。
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（ ） しています。 この内 は、 がい の をもとに

しています。 その 、 各 がいに する は、 本会 の をご くだ

さい。 （ ページ） ・

１． い

がい の の に る を る は

のように） 時 の方向で すと すいです。

い

設内において、 を る がい を る

は、 がい の向きに て、 を ます。

（ 、 そこ ・ れ ） を いで、 「 まで です」、 「 セン

です」 と、 できるだけ に ます。 また、 を する は、 と

る を るようにします。 がい が を る時 に

ます。

に る時は、 ドアの上の に本 の を れるように 内をします。 また、

スの場 は、 よ も、 もたれに本 の を れるように 内します。

の を する は、その 等に れてもらいまし う。 きさ は、

よ も れる うがよく ます。

を けられても だ ら い場 が ます。 ず を まし う。 ま

た、 し ける時は、 によ て ら し けてください。 の け方は、 「こ

に は」 「お いします 」 で です。

い す 10

本人
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がい によ て、 求める （ ） は ます。 まず、 のよう

をすれ よい 本 に いてみまし う。

を た 、 ら さ いでください。 また、 を だ してはい

けませ 。

は、 を つ の で に 、 を でもらいます。

く は、 がい に せます。

がい が る時 等では、　「 の に が ます」 ・ 「上 で

す」 と に るようにします。

を て、 本 と れる は、 場 で、 れるようにします。 また、

本 が ている場 と、 向いている方向を ます。

い

の の を します。 を る方については、 の るさが

確認します。

す

がい と している に、 をはずす場 は する を てくださ

い。 また、 たに に る方がいる場 は、 をするようにしまし う。

す

する時は、 を出して確認することも ですが、 ーには しま

す。 また、 い を くことができ くても、 く が れ 、 を記入でき

る方もいます。その は、記入 の に 規 を てると記入し すく ます。

する は、 み の で 約するのでは く、 て み上 、 確 情報

を ます。

． い

す

に て、 方 も す き も です。 のよう をすれ よ

い 本 に確認しまし う。 よ うとする を つことが です。
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・ を て ようとする場 、 しさを す時はよいですが、

ことを す さ 動 は、 を ることが ますので

が です。

す てを き ることは しいことです。 き おすことをためらう方もいま

す。 き おすことができる く を がけまし う。

大

本 が できている 、 が の を できている お い確認するよ

うにしまし う。 ことを たい時は、 に いて すことも です。

で 確認する時は、 きで に くようにします。

す

がいる場 も、 会 で る がい 本 の を て をします。

す

は、 に ら いとこ に る、 また本 と を る

る に します。 また、 約 記 が する場 も、本 が （ 約 記 の）

いている を るように します。

い

の の きさで します。 き を出した らとい て るものでは

ませ 。 また、 として こ ても、 が に こ ているとは らず、 とし

て ることができ い場 も ます。 に、 だけで、 し と こ

る は約 とされています。

す

が る中で き ることは しいことです。 できるだけ、 場 で

会 するようにしまし う。 また、 での会 は、 ずつ すようにしまし う。

ごとに るのでは く、 のまとま ごとに るようにしまし う。

大

が るように、 を向くようにしまし う。 す時は、 く は き と

すようにしまし う。
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． い

ているとこ を けたら、 「お です 」 ・ 「お いしまし う 」 と

を けて、 本 らの求めに て けをするようにしまし う。

道 い

ス を 用している場 、 設の に がい が ると が

場 が ます。 に せる等の をお いします。

スの方に し ける時は、 し を がめ　 で すようにします。

スの場 、 の 、 での スの 時 は

を います。 また、 ス を ていると、 を せる が られて

しまいます。 い場 に る を ること ンを すこと、 ドアの が し

いことが ます。 こうした場 では、 を けたう で、 けをしまし う。

す

が にいても、 本 の を ず確認するようにします。

す

がいによ 、 会 等の ュ ケー ンをとることが 場 は、

すい内 で、 く と つ とつ確認し がら します。

本 が ようとしている内 が ら い時は、 た をせず、

も活用してき と るようにしまし う。 また、 がうまく せ い ら

とい て、 もと するように してはいけませ 。

い

に が る場 は、 が ため時間が ます。

に て、 の をお いします。 また、 が 方の場 、

が動 いように してください。

み

動 に時間が ます。 また、 に られるだけで みを ることも ます
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ので が です。

い す

すい

内 がいの方は、 力が しているため、 れ すく、 中力 が

いことが る 、 時間 ていること い を つこと、 の上

力 を う 動が されます。 また、 力が しているため

し すいので、 をうつさ いように してください。 外 らは でき い

ため、 らの を けられ いことが いです。 ート ・ スマーク ル

マークを けたら、 を る の をお いします。

い

がいの場 、 を するため、 に を ける

が ます。

うこう ・ がいの場 、 ト に く が く、 利用時間も く

ます。 また、 ・ うこうを 用している方には、 を できる専

用のト が です。

がいの場 、 活に が る もいるため が です。

ト ルス （ ） は、 が と ています。 は、

力が く、 外で することは と ませ 。
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い い い

がい が利用できる 設で ることを す のマー

ク。 ス利用 に したものでは く、 ての がい がその

と ています。 ・ 設では、このマークの記された スペー

スが設 されてお 、 ス利用 を う 動が 方の

ための スペースとされています。

に く 。 で ることを に、 に

を されている がい が を する場 、 このマークを の

に けることに ています （ 力 務）。 また、 このマークを

けた の せ み は、 によ されて

います。

がい の （ を するために、 設 等の入

に るマーク。 「 」 によ 、 は 設 の 、

パート 等の 設でも に できます。

は、 がい が、 を に けるよう が

等を ます。 （ ー ス） を 用。

は、 がい の 活動 を ート。 ドアの

の を に てくる、 スを く、 としたものを う

の を います。 「 」 と れた ストを 用。

は、 がい に 活の中の （ ・フ

クス 等） を知らせます。 「 」 と れた ストを 用。

を 用している 、 内 がい の 、 または

の 、 を としていることが外 ら ら

い がいます。 そうした た が、 の に を としていること

を知らせることで を すく るようにと、 年に がこ

のマークを し、 でも に めています。
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に ける の事情に て、 その て しい内 は るため、 マーク

に 事 を記入できる ールを し、 、 、 して

しい内 等を できるように ています。

このマークを につけた を けた は、 ・ ス内では を る、 ているよ

うで れ を ける 、 い の る 動をお いします。

外 らは されにくい 内 がい ・ 」 が ることを す

ン ルマーク。 内 がい ・ は、 の 、

がい 用ト 、 場 で を けた けを られ い

ことが ます。 このマークをつけた を けた は、 内 がい

の と をお いします。

このマークは、 スト トのための設 が ること スト ト

（ ・ を する方） で ることを す。 スト ト ト

は、 の をは め、 の の

ができるよう されています。 ト の入 に さ

れています。

が めた の ン ルマーク。 がい

の アフ ー等に された 設 等に けられていま

す。 とこ では、 の い に設 されている 「

」 にこのマークが されてお 、 が に たことを

がい に知らせるため、 を出す が けられています。

白

「 ル」 動の ン ルマーク。 中で、

を 上 に て の ルを している が

い の方を けたら、 で を けて をしようというもので

す。 また、 ルを してい い時でも、 に しそう 場 は、

を け ートするようお いします。 に、 ー 内での事 が

いので、 ートをお いします。
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がい が する に、 ・ を す ク。 「 ク」。 本

の として、 年に に い で 設されたの

がその ま とされます。

「 （ ） ク」 （ ） は、 クの を 、 るいは で確認し

がら、 の方向に ことができるよう設 されています。 「 （ ） ク」 （

中 ） は、 設等の を す クとして、 、

クが する 、 の ー の 等に設 されています。 等で

ク上に がい が るのを けた は、 くよう をお いします。 年は、

くの ー に 「内方 き ク」 （ ） が設 されてお 、 （

） が ー 内 で 場 で ることを しています。 （出 （ ） 本

HP）

（ ） ク （ ） ク 内方 き ク

に く 。 がい で ることを に、 に

が されている方が する場 は する （ 務） が ま

す。 お、 「（ ） 」 、 本マークを けた

の せ等は、 によ されています。

「 マーク」 （ ） は、 の がい らが、 が で ることを す

のに 用される 、 、 がこのマークを する場 は、 「 等の

を います」 という に用いられています。

その 、 での ュ ケー ンを す 「 マーク」 （ 中 ） 、 での ュ

ケー ンを す 「 マーク」 （ ） も ます。

マーク マーク マーク
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． い

１． 市町村 取 み

、 市町村 協 で でいる、 「 がい 」 に る

の みについて てみまし う。

．

会 の場を活用し、 市町村 ・ 協の に、 の を いてみま

し う。
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．

民児協として、 また民 委員として、 のよう 活動ができるの てみま

し う。

また、（ ）「（ ） 」の も に、「 た の に

た」 活動を ていきまし う。

い 生

民児協として、「 がい 」 で できる と をととの ておきまし う。

がい がい さ
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8 す

．

1

会 協 会 （ 、 「 協」 という。） は、 「 の を ること」 を に、

会 に き、 市 町村、 、 の各 で設 されている 会 です。

協 外の 会 は、 設 ー ス の事 を中 に されますが、

協の場 はその の 会 事 、 に らす 民の 等も してお 、

の 向上を す の い です。

❶ 道

協の事 内 は、 市町村 協に する をは め、 事 を にした

確 の 、 ー ス利用 らの 情 、 活 事

活 の が ます。

❷市町村

市町村 協の事 内 は、 の をは め、 ン アの 情報提供、

民が と て う ン活動 活動、 ー スの 等の 、 活

事 活 （利用 ・ ・ 務）、 時には

ン アセン ーの設 等の事 も ています。 員 は、 くの場 、 民 委

員 町会 ・ 会、 設、 ク 、 がい 、 、 年 等が

しています。 また、 専 の事務局 員 ー ス事 を する 員を しています。

民 委員 には、 「民 委員協 会は、 市町村の を とする 会 の

に ることができる。」 （ ） と規 されていますが、 ここでいう 「市町村の

を とする 会 」 には市町村 協も まれます。 民児 が （

） 年に した 「 ー 報 」 によると、 上の民児協が 協と ら

の をしていると しています。 は、 の における の とも

れています。

❸
くの市町村 協では、 民が活動に し すい みとして、 協 （ 協

会とい た の場 も る） を設 していますが、 これは に くものでは いため、

の 情に て、 設 の 方 が ます。

協と 民児協の が、 の場 とそうで い場 が ますが、 民 委員は

くの 協で 員として、 また活動の中 ン ーとして活動しています。
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2 す

❶
市町村 協の場 は、 市町村民児協の会 が 協の 会 事 に くことが

です。 方、 協の場 は、 民児協の 員に らず、 中 委員 委員も

員 を されることが る と います。 こうした て は、 協の規 等で めら

れていることが く、 民 委員 きに の みを めていくことは しいというこ

とでし う。

また、 員 に らず、 民 委員は市町村 協 協の事 の ・ 協力を求め

られます。 、 （ ） 「（ ） との向き い方」 を に、 民児協

の中で する を していきまし う。

❷
民 委員は、 れて らす ら まれた場 でも、 認知 の （ ）

を ることはできませ 。 こうした場 は、 協が する 「 活 事 」 （

協と市町村 協が して事 を ） で 管 を うことができますので、 市

町村 協に するようにしまし う。

お、 認知 が している場 は、 この事 の とは ら いので、 に て 「

年 」 の利用を することに ます。

　（ ） 「（ ） に する ・ 」

❸ す

市町村 協では、 ン アセン ーを設 、 るいは ン アに する情報提供を

ています。 管内外の ・ の情報を している 、 協 の のつ が 、

くの とのつ が を して情報 等も うことができますので、 ン アに

することは市町村 協に してみまし う。

お、市町村 協では、 活動時 の事 に る 「 ン ア活動 （

事用 ）」 等の 入 きも ています。

❹生

協では、 を に 「 活 」 を しています。 この は、

の をもとに 協が する 利 （または 利 ） の ですが、 し

みの は市町村 協に ています。

この 、 よ が い場 は、 市町村 の 「 活 」 につ

ことも しまし う。

❺
協は、 民の 協力を がら、 た ー スを することも の つとして
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います。 の活動の中で、 民の み ごとに する 会の い民 委員が、 そうし

た 活上の を しでも ・ できる ー ス （ 方 方を ） を 協

に提 した 、 その に 民児協として協 して ことも られます。

また、 民児協による 「 」 については、 民 委員 に 「民 委員協 会は、 民

委員の 務に して と認める を 各 に することができる。」 （

） と ます。 、 民の を に けるという も つようにしまし う。

3 す

❶
民児協は、 協の 事 ・ ント の 本 方 について、 ら め

し せておくようにしまし う。 そのう で、 には、 の民 委員が 情に て

を めることに るとは いますが、 ての事 活動に ・ するのでは く、 き

と ものと、 力 ・ ・ 時間 に が れ するものを ける 、

を ていきまし う。

　（ ） 「（ ） との向き い方」

❷
協は、 「協 会」 という の 、 その の に る が していま

す。 民 委員活動には、 の各 との 協 が ですが、 協の事 に

することで、 にい い と知 う 会を く つことができます。

❸
市町村 協 ら、 時には民 委員の活動とは いよう 事 ・ ント等の

内が る もしれませ 。 も 、 民児協としての方針 の を ま て

することには ますが、 時間と に が れ 、 こうした場を しい知 を る 会、

るいは 知 を す 会と て、 してみるのもよいでし う。

❹
市町村 は、できることと、でき いことが で 確に きされています。 その 方、

市町村 協の場 は、 よい でその きは です。

年、 活動を てきた市町村 協は、 民、 ー ス 設、 これ

までのケース事 、 くの情報を しています。 に に る こと

に できる を ていますので、 まずは せずに してみまし う。 そのために

も、 ら市町村 協 員との 「 の る 」 も がけていきまし う。
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❺
市町村 協では、 協協力員 （ は市町村ごとに る） 、 協事 を する

ための ン アを設 しているとこ が ます。 こうした ン アとは、 （

ン等の） 活動 その も することが いため、 方 での に

ついて し ておくとよいでし う。

また、 民 委員に ると、 動 に 協協力員を 務する市町村も ます。 活動

が ていても、 での 、 務の 等は ますので、 き と

方の活動 ・ を 確にしておきまし う。
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9 町 す

1 町

町会 ・ 会は、 市町村内の の に する 民で する です。

つて、 の 年、 町会 ・ 会は を するために、 市町村の

として されたことが ました。 は、 そのことに する ら、 町会 ・

会を規 する は され、 に るまで設けられていませ 。 その 方で、 民

等を する町会 ・ 会には、 を る 「認 」 が されていま

した。 は、 動 の に らず を できるように ています。

本 に、 町会 ・ 会は の に らず、 入 会は ですが、 会 の

は と ます。 その活動 は、 民の 活 に てお 、 記のよう

事 を ています。 さらに、 では、 町会 ・ 会内に 会 （委員会） とい た

を設け、 民 委員等も して、 に 活動に も られます。

この 、 町会 ・ 会には、 が委 する委員 の 出を されることが ます。

民 委員の場 も、 知事に する を 出するに た て、 くの市町村が町会 ・

会 （ るいはその 会） にその 出を しています。

町会 ・ 会の 入 は、 年 向に ます。 その 員も する中で、 員

の がい いという も きています。 方で、 ご の く は、 ・

に つことはも 、 活動等 の みも、 を にする、 を こと

につ が ています。

は、 （情報 ） の活用 によ 、 員 会員の を らし がら、 町会・

会の を す と、 事 を活 するための みが されています。

報の 覧　 　 き場の管 　 　 の管

会 の管 　　　　 　 の 活動 活動

の ントの 　 　 のパト ール

（ を しているとこ も る）

と らし 等の 活動

も会 ク 等の活動 　等
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2 す

❶町 い

町会 ・ 会は、 くまで のため、 員等に 上の 務は ませ 。

方の民 委員には、 務が されています。 民 委員が する 情報 （ ら

提供された ） について、 本 の きで に提供することは 時 を

いて認められませ 。 たと 、 その利用 が らで ても、 この は ませ 。

市町村によ ては、 時に た 「 動 」 を町会 ・ 会に提供して

いるとこ も ます。 そうした 方 等が るの 、 市町村 市町村民児協事務局

に してみまし う。

❷町

民 委員の中には、 町会 ・ 会の 員を 務している委員もいます。 また、 民 委員に

委 されると 動 に 員に する （ て の） も ます。 町会 ・ 会との

を めていくことは ですが、 務をすれ 、 それだけ 活動 は ることに

ますので、 にその を務めることができるの を しまし う。

情報の いにも が です。民 委員と町会・ 会の を 務することで、

その が いまいに ることも されます。 上記 の を しまし う。

に、 町会 ・ 会で する会 事 ・ ント等 の 方です。 民 委員の

を知 てもらうためにも、 民が うとこ には に を出していきまし う。

と を てもらうためには、 を せて会 をする、 に を して

をすることがとても です。 民 く に る （ 協、 P 等）

との く は、 、 民 委員活動を していくためには に ことです。

知 に る 会を に していきまし う。

❸町 生 す

町会 ・ 会によ ては、 年 員が するとこ も ます。 こうした では、 それ

民 委員のこと その が されてい いため、 市町村 ら の を まれ

た 、 その の 出に することが ます。 こうした場 は、 市町村 民児協事

務局に のう 、 民児協として町会 ・ 会と の 出について （ る

いは委員 の提 ） をしてもよいでし う。

❹町

町会 ・ 会 民 ら、 と らし 認知 の 、 がい 等 の

について を けた場 は、 すでに 事 と 知 で た 、 活動の で

れ 、 してみるのもいいでし う。

そうで い場 は、 事 と会う に、 市町村 セン ー、 協等の専

に、 これまでの 等を いたう で、 その の 方を するようにしまし う。
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ただし、 を する場 は、 の 報を しまし う。

❺町 取 み い

が、 に る場 く を めてみまし う。 に みの まる場 が る

と、 外出にもつ が 、 と すこと うことは にもつ が ます。 また、

この は、 る く を して、 くの 民が に れるようにしまし う。

こうした場は、 民 がお いの を に ける く にも ます。

3 す

❶ 生 町

会員 で る町会 ・ 会の事 は、 入 だけですが、 民 委員は 入

も め、 内の 民 員が と ます。 また、 町会 ・ 会に 入していても、

事 ・ ント等に く を せ い 民もいるでし う。

民 委員は、そうした 事・ ント等に に する 方で、そこに し い 民 、

入 にも を向ける が ます。

こうした 入 に、 市町村の 報 等を け がら を つ も ます。

民児協の中で、 のよう 方ができるの してみまし う。

❷町 す

の中に の町会 ・ 会が る場 は、 まず が民 委員で ることを知

てもらう が ます。 また、 町会 ・ 会の 員が 年 のとこ も です。

に いのは、 民 委員の は知 ていても、 その活動内 までは知られてい いというケー

スです。

こうした を するためにも、 町会 ・ 会の会 時に し時間をいただき、 民 委員

の活動 等を しておくと、 の 情報の提供 、 その の活動

の と協力が られ すいでし う。 、 本会パンフ ト HP、 市町村民児協のパン

フ ト 報 を活用し、 と協力 を していきまし う。

　（ ） 「（ ） との向き い方」

❸町 み

民は に することに が い けでは ませ 。 等の 事 で い

、 に る、 を つき けが いというだけです。 き けさ れ 、

い協力 に る もしれませ 。

町会 ・ 会が う は、 そのき け く に向いています。 内 を

する に、 ら の を とする がい 等を し、 の 動方
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を てみまし う。そのためには、それ れの の を める も るでし う。

民 委員は、 そうした みを する に、 の を提 した 、 民が を

めるき け く をしていきまし う。

❹子 町 一

町会 ・ 会の会 事 ・ ントには、 くの場 、 その の が

いでし う。 し し、 を とする町会 ・ 会の会員は 員が まれます。 、

その中には も 、 がい 、 外 もいるでし う。

町会 ・ 会で、 の に るよう 事 を う場 には、 い年 ら、

ン アを ること し すい事 内 を するようにしまし う。

❺町

町会 ・ 会の 事 ・ ントに していると、 ごとに の 方 の

いが てきます。 を出す 民 ら、 会 だけ て を出さ い もいるでし

う。 また、 に する 民 ら、 務 に する 民、 を て をこ す

民 、 その 方は でし う。

そうした町会 ・ 会 の 方に してみると、 協力 しの 、

しが の にもつ が ます。
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10 す

1

❶
本 は、 ての 民に等しく 「 を ける 利」 を しています。 各

は、 に き、 務 の場として と中 を設 しています。

中 では、 児 ・ の と は の場 は 、

は ） です。 それに て、 活 では、 務 を けるために

用 等が されます。 また、 その に しては、 等を する

を設ける 、 ての もが 務 を けられるように が

されています。

では、 この でも の が てるように （ ュ ）

の で る 「 」 を めています。 この には、 中 で

の 時間 の 本 事 に 、 の時間 外 活動 の

場 ） も められています。 各 員は、 この に いて、 年間

を てていますが、 内 時間 を る が るため、 年 の 中で に

みが入 た 、 ントを する が た場 は、 その の 時間等を す

る が ます。

❷
、 では、 の も 、 外 の も、 と れる も、

ン ケア ーとして認 されるよう も 、 外の 活 の

を めた の を とする もが ています。

❸ 生

本 では、 と の について 「 、 民その の は、

におけるそれ れの と を するとともに、 の 協力に めるもの

とする。」 （ ） と規 しています。 また、 と は、 の を

て 知を出す して、 そうした を しています。

も、 （ ） 「 ュ ・ スクール （ 協 会 ）」 を める中で、

も が らす との ・ に向けた みを ています。 これまで、 と

で に でいた も を、 協 した みとするためにも、 まず

は の場を に、 もた のために ができるの を し てい

きまし う。
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2 す

❶ す

との は、 によ て、 民 委員 の の向き い方に が る

ため、 その 方 等が されるとこ が ます。 の と に、 市町村

民児協が に 委員会に き け、 「民 委員が 場を

務が ること」 、 で民 委員が も 等を ていく が ます。

そうした き けに て、 時の パト ール、 事 の

等を して、 も と向き ている 場の 員に、 で も を

る民 委員の を認 してもらうことが です。

❷
では、 「 と に る 」 を し、 と 民が ジ ンを

し と と て も を 「 ュ ・ スクール」 を しています。 その

中 と る 「 協 会」 は、 委員会 ら された 民の が

委員と 、 で設 されます。 は、 が する の 本方針

を 認した 、 について を ることですが、 の もを る に して

として み 事 を提 することもできます。

方の 「 員」 は、 （ ） 年 の 規 の によ 、

民の の を に けるものとして されました。 は、

の求めに て、 の 、 との の め方 の に

して を ることです。

の いは、 協 会が について る の を しているのに し

て、 員は に れた く に する を ることはできますが 等

は いという です。また、設 の については、各 の設 が めることに

ています。

こうした会 の委員については、 ずしも民 委員が入るという けでは ませ が、

との の の との トワーク にも ますので、 向きに委員の

を しまし う。

❸総

の時間は、 を して、 に の 、 それを

するための 力を につけること を にしています。 ただし、 の とは い、

時間 外の ま は に いため、 のよう 内 にする は 員に されて

います。 そのため、 会の 活 を ーマにした みが されることも

く ませ 。

こうした に協力することは、 も とつ が を つこと 、 た の を知

てもらうよい 会にも ますので、 に協力していきまし う。
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3 す

❶
との を する 、 まずは 民児協としての を に、 その中で民 委員

と が のように も と ていくの を ていきます。 そうした 提

のもと、 と に し う場を 、 民 委員として もた の ・

活に向けて、 のよう 協力ができるの を していきまし う。

また、 もた に、 で活動する民 委員のことを知 てもらうためには、

内の が する 報 に、 「 おと ー の 」 として

してもらう み も してみるとよいでし う。

こうした との と をする は、 民児協として （ ） を めておきます。

また、 民児協 アに、 の が る場 は ごとに を る 、

の委員に ら いようにしまし う。

❷
い

は、 に き、 ら め年間 を てて を ています。

そのため、 事 ・ ント等を提 する場 は、 できるだけ く うようにしまし う。 また、

その 、 もにと て、 よ 向き 内 だとしても、 できる 員の に ら

いよう することが です。

❸子

の時間 、 もた の の時間に る場 は、 ら め に

の も の を く して、 もの年 年に せた を てみま

❹ い い

い

と まで、 は の場で ると 時に、 民の の場として、 におけ

る中 を たしてきました。 民は、 まれ た に る を の

として 情 ・ を 、 も を つことで、 と 「 で もを

てる 」 が ていました。

そうした は、 時 と に れたものの、 が める （ の） 「 ュ

・ スクール」 は、 と の の を したものです。

と の を つ民 委員が、 の き の活用 、 事 の

民の を める き け をしてみると、 で もを る ・ てる

く の と るでし う。
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し う。 年の場 は、 の み せがよい もしれませ し、 年はそれとは

の みの方が を てもら る もしれませ 。

また、 各市町村の 委員会 では、 それ れ に力を入れている み 事

が ます。 事 にそうした み内 を したう で、 民 委員としての 方を

してみるのもよいでし う。

❹ い

と が る 会はたくさ ます。 、 員 ン ア （

の ） の をは め、 、 の の 、 によ

ては の 報 を町会 ・ 会で 覧しているとこ も ます。

の に 民が る 会 、 また が のことを知る 会を していくとい

う を つようにしまし う。

❺
に されるスクール ー ルワー ーは、 だけでは く、 会 に す

る専 知 を 、 を た児 ・ その 、 それに る の

員に し、 方 を用いて の を ていきます。

こうした を つスクール ー ルワー ーは、 民 委員が児 ・ その の

に る時、 に る ・ 会 の専 です。
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．

１． 市町村 取 み

、 市町村 協、 で でいる、 に する

みについて てみまし う。

．

会 の場を活用し、 それ れの の に、 の を いてみ

まし う。
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．

民児協として、 また民 委員として、 の と に、 のよう 活動がで

きるの てみまし う。 また、 （ ） 「（ ） 」 の も

に、 「 た の に た」 活動を ていきまし う。

町 生

民児協として、 の に できる をととの ておきまし う。
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11 す

．

1

❶
の ごとに、 を とした が されています。

「児 」 は、 児 （ ） に する 等による を に、

・ ・ ・ クトの つの を としています。

「 」 は、 上の の を に、 が う に 、

設 ー スの 事 が う も と しています。

「 」 は、 上の 、 知 、 （

） の を に、 が う に 、 設 ー スの 事 が う

も としています。

お、 と がい の では、 児 の つの （上記 ） に 「 」

を 、 で つの を としています。 また、 いている がい に しては、 用

上 が う も と しています。

❷
年は、 の の も 向に ます。 これは、 そのものが て

いるということも ますが、 事 の報 によ て 会 の が ま 、

が ているという も られます。

また、児 では、 もの の で に 力を るう ） が 「

」 とされています。 力 ・ を けてい くても、 を きして た

もは に を い、 に た もフ ュ クに し P を するこ

とが く ませ 。 お、 が を した場 は、 て児 に する

ことに てお 、 その も しています。

❸
が きる には、 の協力を られ い場 、 て に する知 等が

しく をしている場 、 ー ス 専 の協力を ずに で ている場 、

時に の て をし けれ ら い場 が ます。 また、 の の

では、 それまでの が することも ますし、 児 の場 は もの

等が することも ます。
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2 す

❶ 子 い

児 は、 「 を けたと れる児 を した 」 に、 に児

等に する 務を すとともに、 その方 として民 委員を してもよいと めています。

に いた 民の中には、 が ら い場 、 が したことを知られ

たく いという ら、 児 等では く、 民 委員に をしてくる場 が ま

す。 この場 、 民 委員は、 その が れる を した 、 に き をして本

に が れた う を た する は ませ 。 それよ も、 る く く児

市町村 の児 等にその内 を することが です。

民 ら いた は、「事 」 と 「 」 に ける 、 確に ることを がけまし う。

また、 その が れる に して民 委員 が ている情報が れ 、 時に

るようにしまし う。

❷ 大

本 には、 できる ー スの利用を め、 に いように

ることが です。 ま を けると、 が して を けられ く るこ

とも ます。 また、 うようにい い時 に、 を いた 力を る てしまう

も ま ます。

に、 の い に しては、 る く の力を くように した 、 そうした

みを ・ できる場 （ の 事 等） を してみまし う。

❸
年 における の ・ 児 を ると、 としては

ともに 「 （ 、 児 ）」 が も く、 その 専 設

の も い 向に ます。 その 方、 に らす 「 民 ・ 知 （ 、

児 ）」 「民 委員 （ 、 児 ）」 の はそれ く

ませ 。

に する 会 の ま ととともに、 しずつでは ますが、 「 民 ・ 知 」

による ・ は 向には ますが、 ましい事 は を ませ 。

民 委員は、 市町村 の 員等 ら、 各 における の 等を だ

う で、 町会 ・ 会で パンフ トを 覧した 、 児 を とした 「 ン

ジ ン 動」 のよう 活動 の を して、 民に 「 は とこ に る」

ということを するき け く をしていきまし う。
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3 す

❶ い

て をしている が、 ら し、 に み を せる

がい た場 、 これまで につ が てしまうケースも ました。

民 委員は、 しでも に る を けたら、 も セン ー

の専 に するようにしまし う。 その と を つことができる場 は、

る く 民の に を ける中で、 ー ス等の利用を めた 、 がで

きる を がけていきまし う。 また、 を けてい い場 でも、 い会

を す中で、 「 れ 、 いつでもお をお きします」 という を し けることが

です。 を いてくれる が にいるという認 を てもらうだけでも、 た

時の ・ につ が ていきます。 民 委員には、 こうした を に みも

されています。

❷
の いが る情報を た場 、 方 に と めつけることは け がらも、 本

には の事 につ がる を に めに動く （ する） ことが です。 また、

しでも に る 動 動を きした場 も です。 の は けて、 市町

村 の （ ・ 児 ・ がい の） 等に するようにしまし う。

各 の には 記されていますが、 に 情報を提供することは、

の の に らず、 務 には た ませ 。 務の よ も、 が

に て、 を しまし う。

❸ い

によ て を めることは、 を けている だけでは く、 をしている を

うことにもつ が ます。 をためらう は ませ 。

❹
の た （ いを ） には、 そのケースに て を ける き 、 専

だけで た方がよい場 が られます。 まずは、 の 動は けて、 その （

・ 児 ・ がい ） の専 に、 民 委員として のように た うがよ

いの 、 するようにしまし う。

❺ 一 い い

しつけ と して、 もに 力を るう ・ を く がいますが、 に らず、

の 力を認めてはいけませ 。
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の 動 の を て、 記のよう が る場 には、 市町村の

にご ください。

No

身
体
的
虐
待

に が る。 その を そうとし い。 そうとする　等

に外出でき い。 外と せ い　等

た 情 に がる。 のいる場 い い場 で が る。

「 い」 ・ 「 い」 ・ 「 られる」 ・ 「 にいたく い」 ・ 「 られる」 等の をする　等

に すことをためらう。 す内 が 。 た ー スの利用を 　等

放
棄
・
放
任

の （ ） がお しい （ 、 に ・ がついてい い）　　等

が れている、 れている　等

が れている （ ・ の れ ・ ・ た 等）　

せている。 外では る。

等の ー スを利用し い ・ している。 が ・

　等

の専 と会うのを ける、 したがら い、 、 専 に 　等

心
理
的
虐
待

の 、 せす 、 　等

力 情、 、 情、 の 　等

規 　等

したがら い、 を に す、 「 ー に入 たい」 ・ 「 にたい」　等

（ の の ・ の内 ） 、 、 、 、 、

。 、 ュ ケー ンを うとし い　等

性
的
虐
待

等の 、 出 、 みの 　等

お た 情、 がる、 を けたがる　等

に すことをためらう、 を けたがら い　等

経
済
的
虐
待

「お をとられた」 ・ 「年 が入 てこ い」 ・ 「 が く た」 の 　等

と 活の き 、 る にも ている、 年 ・ が い

ー ス利用 が く る、 ー ス利用をためらう　等

（出 ） 局 「 ・ ク ート」。 本会 。

（ ページ） ・ ・ ・
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１． 子

（ 、 または に る ） によ て、 もに られた で、 のよ

うに されますが、 と の場 、 して こ ています。

No

身
体
的
虐
待

く、 る、 る の 力

の を しつける

さ にする

外にしめだす

性
的
虐
待

も の 、

を せる

ル フ ーの にする

ネ
グ
レ
ク
ト
（養
育
放
棄
又
は
怠
慢
）

の をせず する

のに に せ い

児を に したまま外出する

児を の中に する

に める （ 等に させ い）

外の に出入 する による を が する

心
理
的
虐
待

、

を せる

による し、

き うだい間での い

ド ス ク ・ ンス （ ・ に する 力） を う

ものき うだいに を う
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． 子

にもよ ますが、 のよう ことに いたら、 に ・ してく

ださい。

No

子
ど
も

いつも もの き の ている が こ る

外 （ 、 、 け ） が られる

の れが られる （ ・ ）

が に で る

事に を す

く きが く 、 情 で る

情が しく活 が い （ 情）

がお お してお 、 の をう が た 、 を けようとする

れ く に 、 が い

くまで でいた 、 している

に たがら い

保
護
者

（親
）

と が く、 している

さい もを に いたまま外出している

もの に して 、 で る

もを すのは く いと する

もに して をする

の 動が しく、 も に し くを させることが い

もが をした 、 に ても に せようとし い

ものけがについて をする

（出 ） 「児 ーフ ト よう　 の （ 年 ）」　。 、 本会 。

（ ページ） ・ ・ ・

189

その ものことで の が る場 「児

ル （ ク） で しています。 間およ ・ ・ も しています。
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い

していても、 本 にはその の い場 、 されていても がい ら を

いことがよく ますので、 さ を さ いことが です。 の に て

はまる場 は、 いがそれだけ いと できます。

これらは くまで ので、 に てはまら くても が いと す きでは ま

せ 。 の 「 ン」 にも く を向ける が ます。

No

身
体
的
虐
待
の
サ
イ
ン

に 、 みみず れ、 がみられる。 のつ つまが い

が に う 、 が る

に る ・ がる ・ がる。 そうした 情をよくする

を ると、 を うよう をする

「 い」 ・ 「 だ」 と、 設 場に きたがら い

で をたたく。 き出すことがよく る

・ の に するのをためらう。 す内 が する

性
的
虐
待
の
サ
イ
ン

き方をする。 を つことが に る

らの出 、 がみられる。 の み、 みを る

の の を るように る

を でよくい るように る

を するように る

れ い。 規 。 にう される

を けたがる。 で にいたがるように る

に た 、 が た する

、 の に するのをためらう

心
理
的
虐
待
の
サ
イ
ン

（ き しる ・ みつき等） がみられる

がみられる

を させる。 る、 く、 く、 パ ク を こす

力 、 きらめ、 、 情

規 、 にう される、 ること の 、 の 等がみられる

の が しい。 （ 、 ） がみられる

が に た 、 た する
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放
棄
・
放
置
の
サ
イ
ン

の がお しい （ 、 に 、 を ）

が れている。 れている

ず と を ている。 が れたまま

が れている （ ・ の れ ・ ・ た 等）

せている。 外では る。 の を る。 が

て れる

けがをしても が を 。 を めても た が い

場に出てこ い

に会いたがら い、 したがら い

経
済
的
虐
待
の
サ
イ
ン

いて を ているのに しい 。 活に を されてい

い。 ー スの利用 活 の いができ い。 の と 活

との が しい

年 が う管 されているの 本 が知ら い

が本 の年 を管 し 活 に ているように る

（ ） 等。

（ ページ） ・ ・ ・
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12 す

1

❶
年、 等の 力 を けて、 内の外 が しています。

外 が、 本で く場 、 のよう に いて を ず つ が ます。

記 外にも ますが、 いずれの でも ける 間 の が ます。

も、 間に 時間を上 にアル トが認められています。

お、 本 と して 本 を した （ 本 を ） した 、「 」・

「 」 （これらの は外 のまま 本に が ） は、 事に る 約は

ませ 。

❷生

外 が 本で くことに れ 、 本 と ように 活上の が ま

す。 し し、 が の は、 外 を 「 外 」 に け入れてきたため、

を ていませ でした。 年は、 しずつ は でいるものの、 まだまだ

しているとは ませ 。 本で 活する 上は、 外 も 本 と 、 くとも 等

の 活 に する ・ ー スの が まれるとこ です。

❸
つて、 外 の は、 「 」 とい れていましたが、 は 「 」 に

ました。 年、 方 では、 会に向けた く を めています

が、 も この中には に らす外 も まれています。

外 の には、 、 、 ）、 、 としての 利の 、

、 活の に する が です。 には、 外 が に 入

し を したら、 の で が けられ た。 るいは、 に入

たものの、 に めずに に たというケースも ます。 こうした を ると、

の専 での （ け入れ） の はも ですが、 でとも

に らす 民も、 外 を け入れるための と協力が です。

す

、 、 の専 に認められる

（ ジル の とその ） を と認 する

の を 提に、 を として、 められた で く

が の で、 に する が く
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2 す

❶ い

市町村では、 外 を設 しています。 また、

くの市町村では、 外 向けに 本の 活 、 ー ス、 等を し

たパンフ トを ています。 は、 スマートフォン の を活用すれ

、 会 ら く と することができます。 した に、 そう

した ールを活用し をは てみるとよいでし う。

❷ い

本 は、 入 活用できる が い場 、 活 を利用できますが、本 は 「

民」 を としているため、 外 は本 利用することはできませ 。 し し、

ら外 もこの を 用し、 本 と よう を けられる場 が ます。

また、 で が した時、 くの外 が 「 活 」 を利用

しました。 この は、 が用 した をもとに、 協が する 利 または 利 ） の

ですが、 の は ませ 。

この 、 市町村 、 るいは ン ア 等が、 外 向けの に

でいる も ます。 こうした を けた は、 市町村の 活 協、

協会 に してみまし う。

❸ 子 い

が （ ） 年に した 「外 の もの 等 」 （

年 ） によると、 中 の も約 のう 、 約 は で る

が ることが ました。

外 の もは、 務 の 外に てはいますが、 すれ 、 中 に

入 し 本 と の を けることができます。 また、 用も ませ 。 ただ

し、 に入 たとしても、 本 の 、 その に た を けられ けれ

活に できず、 に ることも く ませ 。

こうした場 は、 まず市町村の 委員会に してみまし う。 また、 セ

ン ーでは、 「 外 」 を している 、 市町村の 本 も向け

本 の 等を していますので、（ の） HPを確認してみまし う。

❹
くの 本 は、 これまでに ら の を （ るいは き） してきました。 の

ら、 で する も し、 る は の 等の もでき

ていますが、 外 の中には く に したことの い もいます。
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町会 ・ 会と協力し、 市町村で する パンフ ト 、 お いの の

に た情報 （ ・ 等） を るようにしまし う。

3 す

❶ す

外 との が いと、 うしてもその 外 に する の 入 を

てしまいます。 は、 に ン ー トで、 本 の出 、 を

ることができます。 また、 活 方の を知れ 、 する にもつ が ます。

外 も、 ら の が て さ の に らしています。 に る民 委員が、

してよき として するようにしまし う。

民 委員は、 民 委員 に 「 の を し、 その 上に する を 、 、

、 、 会 は によ て、 は をすること く 」 （

） と るように、 の 等に らず、 を するという で る

ことが です。

❷
に らし めた外 は、 その の ま ごと ルールが ませ 。 も 活

も る中で、 外 らがそうした を すること することは しい

でし う。 、 に る 出し も、 ルールを知ら けれ の で

を出してしまいます。 また、 外 も を利用できることを知ら い もいます。 民

委員は、 そうしたルール 利用できる ー ス等について、 町会 ・ 会と協力し がら 会

が るごとに情報提供していきまし う。

また、 外 が利用できる ・ ー ス は、 （ の） 市町村で設 す

る外 に い せてみた 、 （ の） セン ー HPで確

認してみまし う。

❸
の 時に つのは、 は らの を せた です。 会 の

ら、 こに でいるの 、 およその を ら め知 ていれ 、

等の につ こともできます。 本 でも外 でも、 の く の さは

ませ 。 まずは、 の ら く を めていきまし う。

❹町 い

外 は、 の の も ますが、 町会 ・ 会に 入し い （でき い）、

るいは の 事 ・ ント等に し い （でき い） が いでし う。
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民 委員としては、 町会 ・ 会 の 入の に らず、 と る が

るので、 は を せ、 できる を いておきたいとこ です。 に た ー

ルを活用した 、 町会 ・ 会の 員と に する してみまし う。

❺ み い

外 の場 、 会 ができたとしても、 本 を こと その内 を できると

は ませ 。 また、 本 で を くことができ い もしれませ 。 情報を提供

することも ですが、 そうした を ま た 方 が です。

み

URL

外 の 活に する情報（ ンク等） を しています。 に 。

活情報 ・ 本

事 本 情報 の の

情報 ールマ ジン

　　　　 URL

に、 記事 等に する情報を しています。 記「 外 」 では、

内 外 向けに、 活上の み で 活をおくるための ・

を 。 に （ 本 ・ ・中 ・ ・ ・ パール ・ ン ー

・ ルト ル ・ スペ ン ・ ・ ト ・ ア ・ ンド ア ）。

外

外 の

外 ン 外 のための 外 アド ー

市町村

外 向け ート

（お いの市町村の） 本 ものための 本 （ 内の）

活 ド（ 活 ド・ ・ ・ ・ 等の ンク ）
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13 す

1

❶
年 、 は、 年 する 「 会 ・ 」 に する を

するために、 内 に ・ を設 しました。

つては、 用 年 によ て、 くの の 活は し、 場 、

会との つきも ました。 そのため、 た時には ー スだけで く、 そう

したつ が が のセーフ ー トの を たしていました。

し し、 年は、 、 もの 、 によ て、

が しています。 また、 市 、 の 入れ 、 ー

の向上 によ 、 の 間 が し、 つてのよう による

は しています。

また、 規 用 の は、 場でのつ が を にし、 入による

は とのつき いを にしています。 さらに、 年の 「 」 を する

も、 に けを求めることをためら せる 力に ています。

❷
のとこ 、 「 会 」 に する 上の は ませ が、 には 「 の

とのつ が が い 、 で 」 を します。 会 の

はも 、 事 の 年 、 活 、 との も ます。

とは らず、 で ら している場 も ます。

とのつ が が くても、 その 民 ） が にも でも が けれ 、

に ける は い もしれませ 。 し し、 とた それらに が た場 、 に

できる がい い、 るいは ら とした を けられ いと、 す に

が し ませ 。

で、 らためて 会 の が き に 、 も の を て

いますが、 会 に しては に て、 会の協力が です。 し し、

民の くが、 との について 「 会 での 」 を求めている

会において、 のようにして 民の協力を ていく 、 き に ています。
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2 す

❶
においては、 それまで との を に き けていた の をき

けに、 ら してしまうケースがよく られます。 には、 アル ール が る

方 、 の た 事 ら を す方、 ができず を めてしまう方 、

きく 活の ンスが れてしまう場 が ます。 「 における の は、

会 のき けに すい」 ということを に いておく が ます。

民 委員は、 る く 民の協力も がら、 に を けた 、 本 が の

そう の活動 それに る 民を する してみまし う。

このよう が、 ずしも されるとは ませ が、 民 委員としては しつけに

ら いように を がら、 ここに、 たのことを に けている がいますよ と

いう セージを し けることが です。

❷ い い

との が い の中には、 「 にしてくれた」 ・ 「 を いてくれた」 という

ことで、 に を 用してしまい、 の に された 、 を

されることが ます。

このよう 場 、 「 たは されているのでは い 」 というよう い方は

けまし う。 、 「 の の さ に ていることですが、 このよう

が ているので してください」 というように、 事 の ドを つけ いように

をしていきまし う。

また、 そうした の が た 、 に る （ と れる） の場 は、

市町村 の ・ 活 活セン ー等に してみまし う。

❸ 取 み す

す には に れ い 「 」 は、 るとこ で きています。 また、 と

らし だけで く、 での も きています。

こうした の は、 ン 等 の を して、 外との を

していくこと 、 民 がお いを に ける を つことです。 また、 そうした

を た い （ て い） に る 民がいる場 は、 民 委員による 活動に

て、 民による間 （ スト 等の確認） も していきまし う。

　（ ） 「（ ） 活動　 き ント　 で れて

いる き ント」

❹ い

（ ） 年、 民 委員 設 年記 事 として、 民児 は 「民 委員に

よる 会 に る の に する 」 を しました。 の民
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委員のう 、 約 の に たる の民 委員が 「 会 に る 」 に し

て ら の をしたと しました。 また、 には に らず、 年 の きこも

が いることも てきました。

こうした きこも に する が た場 には、 市町村が し、 会

等の専 が ・ 活動を ている 「 きこも セン

ー」 等の を するとよいでし う。 また、 こうした の 方は、 きこ

も 本 では く、 する との と の中で、 上記 を した みに を ける

ようにしまし う。

❺ す 子

事 に た で てを める場 は、 もと に 場 て

の場、 ママ と する場 、 てに する ら る情報が しています。

民 委員は、 の 「こ に は 事 」 児 等で、 て中の と会

する で、 に た の て情報を るようにしまし う。 また、 町会 ・ 会

民 、 設等に協力を し、 の中で につき すい場 に、 そうした に

する ス ー 等を することも でし う。 その 、 によ ては、

出 に する の中に、 て情報 （ ン ・ 等） の を入

れているとこ も ます。

さ の に た方 で、 て に向けた情報提供をしていきまし う。

3 す

❶
会 の を る時は、 本 だけでは く、 れて らす 、

民 、 の の き けを とする場 も ます。 みくもに とのつ

が を うとはせず、 まずは本 の の によく を けることです。 本 は、

との を求めているの 、 を求めているの 、 の は本 の

れている を のように ている 等、 そうした 向を確認することも に

てきます。

❷
、 ら 「 」 と れている の場 、 本 らするとそれらは

の もしれませ 。 本 が との を けている（ が い）場 も るため、

協でもこの の を めずに、 くのケースでは までに

い年 を しています。

こうしたケースの場 は、 本 も に し がら に が るため、
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に事を めようとはせず、 協と し、 その中で民 委員ができること、

（間 ） に協力すること が られます。

こうした に向けて、 に て動くのは くまで専 です。 会 、

その の る を していくには、 い 間と専 知 、 ・

による が です。 しでも に ることが れ 「す 」を がけまし う。

❸
した が くと、 を する が く ることが ます。 こ

うした場 、 は を がけることが です。 活動 で を

く時に、 その 民が 年 けていること がけていること、 ・ をも ている

ことについて ント （ める ・認める） を がけていきまし う。

❹
「 る」 とは、 「 の 活 に を 、 し がら る」 ことです。

そこには、 の い お いの が ます。 方、 「 る」 とは、 「

く を て する」 ことです。 そこには、 の は ませ 。

ら う られたいの 　を て、 との 、 る方 ・ を ま

し う。

（ ） 「（ ） 活動　 る方 は （ ） る 活動で を けたいこと」 の内 を 。

❺ い

は、 する フス ルの中で、 そこに らす 民と、 ら で を

いている場 も ます。 らすす で しているの 、 を ず してしま たの

では きく ます。

こうした は、 ら い知ることはできませ ので、 の場 は、

の を ・ 協 に いたう で、 民 委員のパンフ ト 報

を し がら してみるとよいでし う。



ーマと民 委員 ・児 委員活動

第
２
章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

138

．

１． 市町村 取 み

、 市町村 協 で でいる、 「 」 「外 」、 「 会

」 に る の みについて てみまし う。

．

会 の場を活用し、 それ れの の に、 の を いてみ

まし う。
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．

民児協として、 また民 委員として、 のよう 活動ができるの てみま

し う。

また、（ ）「（ ） 」の も に、「 た の に

た」 活動を ていきまし う。

生

民児協として、上記 ーマについて できる と をととの ておきまし う。
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１． 子市

https://chiba-minkyo.

or.jp/choshi/

． 市 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/ichikawa/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/funabashi/

． 山市

https://chiba-minkyo.

or.jp/tateyama/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kisarazu/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/matsudo/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/noda/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/mobara/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/narita/

10． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/sakura/

11． 東 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/tougane/

12． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/asahi/

13. 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/narashino/

14． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kashiwa/

15． 浦市

https://chiba-minkyo.

or.jp/katsuura/

16． 市 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/ichihara/

17． 山市

https://chiba-minkyo.

or.jp/nagareyama/

18. 八 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/yachiyo/

19. 子市

https://chiba-minkyo.

or.jp/abiko/

20． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kamogawa/

21. ケ 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kamagaya/

22． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kimitsu/

23． 富 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/futtsu/

24． 浦 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/urayasu/

市町村

　「市町村民児協HP」 は、 本会HP の中に、 各市町村民児協専用のページを設けたものです。

　このページは、市町村民児協が管内委員向けに、お知らせしたい情報 （お知らせ・活動方針・年間スケジュー

ル・規約等）を提供する場として設けたものです。 外出時には、スマートフォンでも利用することができます。

　また、 本ページは、 管内委員のみが閲覧できるようにしています。 そのため、 上記 URL にアクセスをす

ると、 まず 「パスワード」 の入力を求められます。 このパスワードについては、 市町村民児協事務局にご

確認ください。
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１． 子市

https://chiba-minkyo.

or.jp/choshi/

． 市 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/ichikawa/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/funabashi/

． 山市

https://chiba-minkyo.

or.jp/tateyama/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kisarazu/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/matsudo/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/noda/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/mobara/

． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/narita/

10． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/sakura/

11． 東 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/tougane/

12． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/asahi/

13. 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/narashino/

14． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kashiwa/

15． 浦市

https://chiba-minkyo.

or.jp/katsuura/

16． 市 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/ichihara/

17． 山市

https://chiba-minkyo.

or.jp/nagareyama/

18. 八 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/yachiyo/

19. 子市

https://chiba-minkyo.

or.jp/abiko/

20． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kamogawa/

21. ケ 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kamagaya/

22． 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/kimitsu/

23． 富 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/futtsu/

24． 浦 市

https://chiba-minkyo.

or.jp/urayasu/

市町村

　「市町村民児協HP」 は、 本会HP の中に、 各市町村民児協専用のページを設けたものです。

　このページは、市町村民児協が管内委員向けに、お知らせしたい情報 （お知らせ・活動方針・年間スケジュー

ル・規約等）を提供する場として設けたものです。 外出時には、スマートフォンでも利用することができます。

　また、 本ページは、 管内委員のみが閲覧できるようにしています。 そのため、 上記 URL にアクセスをす

ると、 まず 「パスワード」 の入力を求められます。 このパスワードについては、 市町村民児協事務局にご

確認ください。

25. 四街道市

https://chiba-minkyo.

or.jp/yotsukaido/

26. 袖ケ浦市

https://chiba-minkyo.

or.jp/sodegaura/

27. 八街市

https://chiba-minkyo.

or.jp/yachimata/

28． 印西市

https://chiba-minkyo.

or.jp/inzai/

29． 白井市

https://chiba-minkyo.

or.jp/shiroi/

30． 富里市

https://chiba-minkyo.

or.jp/tomisato/

3１. いすみ市

https://chiba-minkyo.

or.jp/isumi/

32. 匝瑳市

https://chiba-minkyo.

or.jp/sosa/

33. 南房総市

https://chiba-minkyo.

or.jp/minamiboso/

34． 香取市

https://chiba-minkyo.

or.jp/katori/

35． 山武市

https://chiba-minkyo.

or.jp/sammu/

36. 大網白里市

https://chiba-minkyo.

or.jp/oamishirasato/

37. 酒々井町

https://chiba-minkyo.

or.jp/shisui/

38． 栄町

https://chiba-minkyo.

or.jp/sakae/

39． 神崎町

https://chiba-minkyo.

or.jp/kozaki/

40． 多古町

https://chiba-minkyo.

or.jp/tako/

41． 東庄町

https://chiba-minkyo.

or.jp/tohnosho/

42. 九十九里町

https://chiba-minkyo.

or.jp/kujukuri/

43． 芝山町 

https://chiba-minkyo.

or.jp/shibayama/

44. 横芝光町

https://chiba-minkyo.

or.jp/yokoshibahikari/

45． 一宮町

https://chiba-minkyo.

or.jp/ichinomiya/

46． 睦沢町

https://chiba-minkyo.

or.jp/mutsuzawa/

47． 長生村

https://chiba-minkyo.

or.jp/chosei/

48． 白子町

https://chiba-minkyo.

or.jp/shirako/

49． 長柄町

https://chiba-minkyo.

or.jp/nagara/

50． 長南町

https://chiba-minkyo.

or.jp/chonan/

5１. 大多喜町

https://chiba-minkyo.

or.jp/otaki/

52． 御宿町

https://chiba-minkyo.

or.jp/onjyuku/

53． 鋸南町

https://chiba-minkyo.

or.jp/kyonan/



142

生

（ ・ ） （ ） 民 委員児 委員協 会

（ 協力） 会 員

・ 　 　

（ ） 年




